
社会保障審議会日本年金機構評価部会 (第 7回 )

平成22年 8月 10日 (火 )10時～

於_:厚生労働省6階 共用第8会議室

議事次第
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(1)日 本年金機構の平成21年度の業務実績に関する評価

について
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3.閉 会
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第 7回社会保障審議会日本年金機構評価部会
資料 1

平 成 22年 8月 10日

厚生労働省発年 081

平 成 22年 8月

0第 1号

1 0 日

社会保障審議会

会長 貝塚 啓明 殿

厚生労働大臣 長妻

諮問書

日本年金機構法 (平成 19年法律第 109号 )第 36条第 1項の規定により、

別紙のとお り日本年金機構の平成 21年度の業務の実績に関する評価を行 うこ

とについて、同法第 52条第 1号の規定に基づき諮問する。



別 紙

日本年金機構の平成21年度

の業務実績の評価結果 (案 )



1.評価の視点

日本年金機構 (以下 「機構」という。)‐ は、日本年金機構法 (平成 19年

法律第 109号 )に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣と密接

な連携を図りながら、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業 (以

下「政府管掌年全事業」という。)に関し、厚生年金保険法 (昭和 29年法

律第 115号)及び国民年金法 (昭和 34年法律 141号)の規定に基づく

業務等を行 うことにより、政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保

険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図り、も,つ て国民生活

の安定に寄与することを目的として、平成 22年 1月 1日 に新たに設立した

公法人である。

機構においては、平成 22年 1月 に厚生労働省が定めた中期 目標に基づき

機構が策定した中期計画 (平成 22年 1月 1日 から平成 26年 3月 31日 ま

での4年 3か月間)及び各年度の年度計画に基づいて業務を行 うこととされ

ている。今年度の機構の業務実績の評価は、このうち、平成 22年 1月 1日

から同年 3月 31日 までを期間とする年度計画の達成状況についての評価で

ある。

機構は、社会保険庁が様々な問題を起こし国民の不信を招いたという反省

の上に立ち、1

・ 機構になつて生まれ変わつた、サ∵ビスが良くなったと国民から評価さ

れる組織となること、

・ 「国家プロジェク ト」である年金記録問題への対応に全力を挙げること、

・ 国民目線に立った不断の改善を行い、その結果を積極的に公表 し、透明

性の高い業務運営に取り組むこと、

・ 厚生労働省 と緊密な意思疎通を図 り、共同して業務に取 り組むこと、

・ 公的年金の制度設計に関して、業務運営を担う立場として、その改善点

等について、厚生労働省に対し積極的に提案を行 うこと、

などが求められている。

今年度の評価に際しては、このような機構に求められている使命 (ミ ッシ

ョン)を踏まえ、年度計画に定める事項が適切に実施されているかについて

評価を行つた。

2.平成 21年度業務実績全般の評価

平成 21年度における年金記録問題への対応については、ねんきん特別便

の回答に係る記録確認作業や新たな記録回復基準の設定につながるサンプル

調査の実施など、年金記録問題の解決に向け予定していた取組を実施した。

また、年金事務所や各都道府県の事務センターの意見を聴き、業務処理の

実情を反映した 「年金記録問題への対応の実施計画 (工程表)」 を平成 21
年度中に取りまとめており、今後の年金記録問題を計画的に、かつ、着実に

進めるための進1//1管 理の土台を作つた。

国民年金の適用については、社会保険庁における取組を継続 して住民基本



台帳ネ ッ トワークシステムの活用により把握 した 20歳到達者全員への加入

手続きを実施 した。また、国民年金保険料の収納については、平成 21年度

の国民年金保険料の現年度納付率は 60.0%(59.98%)と なつたと

ころであ り、対前年度比でマイナス 2.1ポ イン トと依然として低下傾向が

続いてお り、歯止めをかけられていない状況である。

厚生年金保険等の適用については、社会保険庁における取組を継続 し、未

適用事業所の把握を行つたが、重ノ点的力日入指導及び認定による加入手続の実

績について、各年金事務所が設定 した計画値の合計を下回つている状況にあ

る。また、平成 21年度の実質 GDP成長率が前年度比-2.0%と い う厳

しい経済情勢の下で、厚生年金保険等の収納率についても、平成 20年度の

実績を0.4～ 0.9ポ イン ト下回つている状況である。保険料は年金給付

の原資であるとい う認識の下、適用・徴収いずれも、今後、更に適切な進捗

管理を行 うべきである。

給付事務については、サー ビススタンダー ドの達成率が 10%と極めて低

い障害厚生年金等の迅速な決定に向け、処理体制の見直 し等の取組が必要で

ある。

年金相談の充実については、待ち時間が 1時間以上となっている年金事務

所数は徐々に減少 しているが、引き続き待ち時間の短縮に努めるとともに、

お客様の立場に立った懇切丁寧な対応に向けた取組をさらに進めるべきであ

る。

お客様の声を反映させる取組については、 「わか りやすい言葉置き換え例

集」の活用によるわか りやすい説明に向けた努力や 「お客様向け文書モエタ

ー会議」の設置準備等サービス向上に向けた各種取組を実施 したが、民間企

業の取組等を参考に、なお一層の努力が必要である。

業務運営の効率化については、入札の実施に伴 う調達コス トの低減等 (約

43億円)による業務経費の抑制や外部委託の推進等を実施 した。

内部統制システムについては、コンプライアンスの確保、業務運営におけ

る適切な リスク管理など取組の柱を定め、それぞれに対応する規程の制定な

ど仕組みを整備 しているが、情報管理やコンプライアンスの観点から問題が

ある事案 も発生 してお り、内部統制システムの強化を図る必要がある。

また、人事 。人材の育成については、現場における研修の実施状況を把握

しながら、お客様の立場に立ったサー ビス提供、職員の専門性の向上等に向

け取 り組むべきである。   .
予算の執行については、一般管理費、業務経費 ともに抑制されてはいるも

のの、今後、執行管理をさらに計画的に行 うべきである。

これ らを踏まえると、平成 21年度の機構の業務運営については、国民年

金保険料及び厚生年金保険料の収納率向上、お客様に対するサー ビス向上等、

その取組を更に充実させるべき事項もある。 しか しながら、社会保険庁から

機構への移行準備が必ず しも十分ではなかったこと、年度の途中での発足で
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あったこと、また、職員採用の決定か ら機構発足までに十分な時間的余裕が

なかつたこと、平成 21年度は 3か月 しかなかつたことなどについては十分

に考慮する必要がある。 こうした中で、大きな混乱もなく、発足直後の 1月

の随時の年金の支払い及び約 6: 300万 件にのぼる 2月 の定期の年金の支

払いが確実に行われたことなど、年金の受給権者に対 し年金を支給するとい

う機構が担 うべき最も基本的な役割が果たされたことについては、一定の評

価ができるものである。

また、平成 21年度においては、次年度に向け多 くの課題を残 しつつも、

就業規則その他の所要の規程整備を行い施行できたことや、非公務員型の組

織への移行が概ね円滑に行われたこと、現場の意見を聞いた上で工程表を策

定 し、国家プロジェク トである年金記録問題を着実に進める基盤が整備 され

たことなど、翌年度からの本格的な取組の推進に向けた業務運営が行われた

ものと考えられ る。

平成 22年度以降については、本評価結果を踏まえ、特に、工程表に沿つ

た年金記録問題の解決に向けた取組の充実、お客様に対するサー ビスの更な

る改善、コンプライアンスの確保等の内部統制システムの強化などを通 じ、

真にお客様に信頼 される組織を目指 し、本格的な取組を計画的に進められた

い。

なお、年度計画に沿つた具体的な個別評価については、別添の とお りであ

る。
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0韓赫義
2年金記録問題への対応
○ 国においては、年金記
録問題への対応を「国家プ
ロジェクト」と位置付け、その
早期解決に向け、平成22
年度及び平成23年度の2
年間に集中的に予算・人員
を投入して取り組み、平成2
5年度までの間に多角的に
取り組むこととしている。日
本年金機構においては、厚
生労働省と緊密に連携し
て、年金記録問題への対応
を当面の最重要課題として
取り組むこと。
〇 年金記録問題の解決に
向けては、厚生労働省に設
置されている外部有識者に
よる委員会等の議論も踏ま
た、以下の事項について、
計画的に取り組むこと。

I.年金記録問題への対応に関する
事項
Э 年金記録問題の解決に向け、以
下の取組を計画的に進める。

I 年金記録問題への対応に関する
事項
年金記録問題の解決に向け、以下の

取組を進める。特に、ねんきん特別
便、ねんきん定期使の処理及び再裁
定の迅速化について、重点的に体制を
整備して取り組む。

I 年金8己録問題への対応に
関する事項
年金記録問題の解決に向けた
取組を計画的に進めているか。
特に、ねんきん特別便、ねんき
ん定期便の処理及び再裁定の
迅速化について、重点的に体
制を整備して取り組んでいる
か。

〇年金記録問題の解決に向けた取組を計画的に
進めるため、ねんきん特別便やねんきん定期便
の処理、再裁定期間の短縮等に係る具体的な目
標を盛り込んだ「年金記録問題への対応の実施
計画 (工 程表)」 (以下「工程表」という。)

を取 りまとめ、平成22年 3月 29日 に公表しまし
た。 【別表1:工程表概要】

評価:B■ |■ ■|‐ ■
(理由)

3月 29日 に22年 4月 以降の工程表
を取りまとめ、公表しました。
1月 から3月 までの間については、
重点的に取り組む課題を決め、計
画的な処理を実施しました。
また、22年度に向け、新規事業等
(受給者便、基金突合及び紙台帳
突合)に伴うPI員増員分の前倒し
西じ置 (4月 )や 21年度の特定業務
契約職員数等を22年度も維持す
る方針(現任者の優先採用を含
む)を決め、実施体制の整備を図
りました。

評価IBI■■■||■■|
(理由)

○社会保険庁から日本年金機構
への移行期における効率の低下
はあつたが、予定していた年金記
録問題の解決に向けた取組につ
いては、概ね着実に実施した。
特に、平成22年 3月 29日 に取りま

とめられた「年金記録問題への対
応の実施計画 (工 程表)」 について
は、現場の意見を聞いた上で、処
理の実情を反映したものとなって
いると承知しており、工程表の各目
標に沿った取組を着実に実施され
たい。

・年金記録問題に関する未
解明事案についての実態
解明

(1)年金記録問題に関する未解明事
業についての実態解明

・各種のサンプル調査の実施などを通
じて未解明事案についての実態解明
を進める。

(1)年金記録問題に関する未解明事
案についての実態解明

・各種のサンプル調査の実施などを通
じて未解明事案についての実態解明を
進める。

(1)各種のサンプル調査の実
施などを通じて、年金記録F・5題
の未解明事案についての実態
解明を進めているか。

)現在、国民の皆様にお送 りした「ねんきん |

l便」 (※ 1)、 「年金記録の確認のお知らせ
(黄 色便)(※ 2)、 「ねんきん定期便」 (

,等に関し、ご本人から申出のあった記録の1

:等 を行い、基礎年金番号に統合されていな
;録 (以下「未統合記録」という。)の解明
:合 を進めています。

《用語解説》

|(※ ■)全ての受給者・加入者 (約 1億9百万人)

iに加入記録を送付(平 成19年 12月 から平成

:20年 10月 まで)し 、漏れや誤りを本人に確認

:墨:蹴栓鳳淵懺縫留
:い、結果を本人にお知らせしている。

|(※ 2)平成18年 6月 時点において5,095万 件

|あつた未統合記録について、「ねんきん特別

1便」による記録確認の取組と並行して、住民

1基本台帳ネットワークシステムや旧姓等の氏

1名 変更履歴などとの突合せにより、未統合記

1録の持ち主である可能性がある方に平成20

1年6月 から平成21年 12月 の間に「年金記録の

1確認のお矢口らせ」を送付し、記録の確認作業
:を行つている。

|(※ 3)平成21年4月 より、全ての現役加入者

|の方に対し、年金加入期間、保険料納付額

1及び年金見込額などを毎年誕生月にお知ら

|せしているもの。「漏れや誤りがある」との回

1答をいただいたものは記録の確認作業を行
|い、結果を本人にお知らせしている。

時

Ｉ

Ｋ

同

評価|● |■■|■ ‐■
(理 由)

脱退手当金の支給日より前に脱
退手当金の計算の基礎とされてい
ない厚生年金被保険者期間があ
る記録についてのサンプル調査を
2月 から行い、その実態解明に努
めました。
標準報酬月額の不適正な遡及訂
正が行われた可能性のある記録
についてさらなる実態解明を進め
るため、2条件のみ又は1条件のみ
に該当する記録のサンプル調査
実施の準備を進めました。

鷲 JI■
■ ■ |■■ |■|

O脱退手当金の支給日より前の
加入記録が脱退手当金の算定基
礎とされずに残っている事案につ
いては、22年 2月 にサンプル調査を
実施した。なお、この結果を基に、
22年 4月 に新たな年金記録回復基
準が設定されている。
また、平成22年度予算に計上し

ている標準報酬遡及訂正事案に
係るサンプル調査については、4月

からの調査に向けた準備を行つ
た。
これらのサンプル調査について

は計画的に取り組まれたものと考
えられる。
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・基礎年金番号に未統合に

なつている記録の統合・解
明

(2)基礎年金番号に未統合になって
いる記録の統合・解明
・未統合記録については、「ねんきん
特別便」。「ねんきん定期便J、 各種解
明作業に基づく「年金記録の確認のお
知らせJ(黄色便)等の回答に係る記
録確認作業を引き続き実施することに
より、解明・統合を進める。

(2)基礎年金番号に未統合になってい
る記録の統合・解明
・未統合記録については、「ねんきん特
別便」・「ねんきん定期便」、各種解明
作業に基づく「年金記録の確認のお知
らせJ(黄色便)等の回答に係る記録確
認作業を引き続き実施することにより、
解明・統合を進める。

(2)基礎年金番号に未統合に
なつている記録については、
「ねんきん特別便」・「ねんきん
定期便」、「年金記録の確認の
お知らせ」(黄色便)等の回答
に係る記録確認作業の実施に
より、解明・統合を進めたか。 金機構 (以下「機構」という。)において継続|

して処理を行いました。           |

【参考1】 平成22年 3月 末までの処理件数
① ねんきん特別便12,751,568件 (523,852件 )

②「年金記録の確認のお知らせ」(黄色便)

1,014,490件 (289,242件 )

③ ねんきん定期便  654,354件 (361,214件 )

※ ( )内の件数は、機構における処理件数
(平成22年 1月 から3月 )

【参考2】 平成22年 3月 末時点の残件数
① ねんきん特別便       576,760件
② 「年金記録の確認のお知らせ」 (黄色便)

③ ねんきん定期便
393,431件
734,286件

Oまた、これまでに記録回復が図られた事案や

誕
y=|■ 1■ 111■月

ねんきん特別便、黄色便、ねんき
ん定期便等の回答処理を着実に
行つたことにより、未統合記録
(5,095万件)のうち、「既に統合済
みの記録」は、平成22年 3月 時点
において、1.403万 件に増加(21年
12月 末と比べ55万件増加)し未統
合記録の統合を着実に進めまし
た。一方、「今後、更に解明を進め
る記録」は、21年 12月 末と比べると
7万件の減少に留まつており、解明
が困難な記録が残つていると考え
られます。このため、今後実施す
る紙台帳とコンピュータ記録の突
合せにおいて、未統合記録につい
ても突合せを行い解明につなげて
いくことを検討しました。

譜 評
1息1■ 1二|=二 1到

Oねんきん特別便の回答に係る記
録確認作業については、着実に実
施された。
なお、1～ 3月 の処理件数のベー
スで進めば、平成21年 3月 以前受
付分を22年 7月 末を目途に完了と
した工程表の目標を達成するもの
と考えられる。

○ねんきん定期便は、その送付を
着実に実施した。記録調査の実施
状況に係る評価については、平成
22年度以降に行う。

1尚輔椰胸
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《用語解説》…………………………………………………■

脳朧騒霧ア
1穀
轟刷聰物|

的な証拠を持つていないといった事例につい :
て、国民の立場に立って、申立てを十分に汲 |
み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正 :
に関し公正な判断を示すことを任務とする、 1
総務省に設置された委員会のことを言います。|

年金記録の訂正が必要と判断された場合、
その結果を踏まえ、総務大臣から厚生労働
大臣に対しあつせんを行います。

(※ 5)厚生年金保険制度への加入期間が短
く年金を受け取る権利が発生しない方に対し
て、請求に基づき支払う一時金であり、その
支払を受けた場合には、その算定対象となつ
た加入期間は年金支払の対象外となります。
この脱退手当金制度は、厚生年金保険制

度発足当初において、保険料の掛け捨てが
生じることをできるだけ避けるために設けられ
ていたものですが、昭和60年の年金制度改
正において基礎年金制度を導入したことに伴
い、原則として廃止されています。

Эこれらの取組の結果、平成18年 6月 に5,095万
牛あつた未統合記録のうち、「既に統合済みの
記録」は、平成19年 12月 時点の310万 件から平成

:「葦啓11塁黒進奮IttfFyを li[≒ 彗
髪、更に解明を進める記録」は、平成19年 12月
時点の2.445万 件から平成22年 3月 時点において
ま995万件まで減少しました。

【別表2:未統合記録の統合・解明の推移】



・受給者・加入者への年金
記録の確認作業及び確認
作業に当たつての市町村と
の連携

|||||111:||1111111111111111
(3)受給者・カロ入者への年金記録の
確認作業及び確認作業に当たつての
市町村との連携
・受給者・カロ入者の年金記録につい

て、ねんきん特別便による確認作業を
行う。
・特に、名寄せ特別便については、「訂
正なし」と回答のあった方及び未回答
の方のうち、結び付く可能性が高い記
録について、フォローアップを確実に
行う。
,その際、市区町村が保有する電話番
号や住所等の情報提供及び電話又は
訪間によるIE録の確認調査の実施な
どに協力いただくことにより、年金記録
の確認の促進を図る。

■|■●:|||11111■ |■●|||||■ ||
(3)受給者・加入者への年金記録の確
認作業及び確認作業に当たつての市
町村との連携
・受給者・加入者の年金記録につい
て、ねんきん特別便による確認作業を
行う。
・年金受給者に送付した名寄せ特別便
に対して「訂正なし」と回答した方及び
未回答の方のうち、ご本人の記録であ
る可能性が高い方には、記録確認の
注意喚起の文書、特別便に未回答の
方には回答のお願いをねんきん定期
便に同封する。
・電話番号等の情報提供及び電話や
訪間による記録の確認調査に協力い
ただける市区町村と連携を図り、年金
記録の確認の促進を図る。

(3)受給者・加入者への年金
記録の確認作業を行うととも
に、確認作業に当たって市区
町村との連携を図り、年金記録
の確認の促進を図ったか。

聰 」  瓢
給者・加入者約|億 9百万人に送付)については、
平成22年 3月 26日 現在で約8,084万 人から回答 〈特
別便の未回答者でねんきん定期便で回答をいただ
いた方を含む)を いただき、このうち、約97%の
方 (約 7,359万人)の年金記録の確認作業が完了し
ました。         ^

O加入者に送1寸 した名寄せ特Bll便 (※ 6)lこ 「訂正
なし」と回答された方又は未回答の方のうち、ご
本人の記録である可能性が高い方には、ねんきん
定期便に名寄せ記録の一部を同封して記録確認の
注意喚起又は回答の勧奨を行いました。 (平成21

年度送付数 :約 121万件)

O加 入者のうち、全員特Bll便 (※7)に未回答の方
に対しては、ねんきん定期便に「回答のお願い」
を同封しました。 (平成21年度送付数 :約 2,000万

件)

「
《用語解説》…………Ⅲ…………………………Ⅲ…

:(※ 6)平成18年 6月 時点において5,095万 件
あつた未統合記録と基礎年金番号で管理され
ている記録を氏名、性別及び生年月日の3情

報を用いて突合せ、一致した方■,o30万 人に対
して送付した「ねんきん特別便」のことを言いま
す。

(※ 7)ねんきん特別便は全ての年金受給者・

加入者に対して送付しましたが、そのうち、名
寄せ特男1便以外の特別便のことを言います。

別便については、市区町村に電話
番号や住所の1巴握、可能な場合
|には記録の調査の協力をお願い
|を しました。
この市区町村の協力については、

剛 |‖‖ 撫 II
(理由)

O名寄せ特別便の対象者につい
ての市区町村による記録確認作業
は、まずは市区吋村の協力があっ
て実現するものではあるが、社会
保険庁から]|き継いだ段階で必ず
しも前向きな回答が得られていな
かつた市区町村に機構から積極的
に働きかけた結果、22年 1～ 3月
の間に、新たに約300市 区町村か
ら「協力する」との回答を得て、全
体で約6.000人 の方の記録がご本
人のものであると確認ができたこと
については一定の評価ができる。

Oねんきん特別便に未回答の方
に対しては、ねんきん定期便に回
答勧奨のお手紙を同封する対策を
講じた。
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・年金記録情報総合管理・
合システム (コ ンピュータ
と電子画像化した紙台
検索を一体的に行う機

、突合せ結果を管理する
等を有するシステム)に

るコンピュータ記録と紙台

(4)年 金記録情報総合管理・照合シス
テムによるコンピュータ記録と紙台帳

・平成22年度前半に年金記録情報総
合管理・照合システムを構築し、当該
ンステムを用いて、紙台帳等とコン
ュータ記録との突合せを、優先順位
付けた上で効率的に実施する。

(4)年 金記録情報総合管理 ,照 合シス
ムによるコンピュータ記録と紙台帳
突合せ

.年金記録情報総合管理・照合システ
の構築に向けて、紙台帳の電子画
化、アプリケーションソフトの開発、

サーバ等のハード機器の整備等を進
るとともに、紙台帳とコンピュータ記

録との突合せに向けて、第1次審査要
員の確保等必要な調達手続きを進め

(4)紙台帳検索システムの構
築に向けた紙台帳の電子画像
化や紙台帳とコンピュータ記録
との突合せに向け必要な調達
手続きを進めたか。

コンピュータ上で管理されている年金記録を
正確なものとするため、紙台帳等で管理されて
いた記録の内容とコンピュータ記録との突合
を行うこととし、そのために必要となる紙台朝
検索システム (年金記録情報総合管理・照合〕
ステム)の構築に向け、紙台帳の電子画像イし、
アプリケーションソフトの開発、機器の整備等
を進めました。
また、紙台帳とコンピュータ記録の突合せ作
については、今後、平成22年秋頃までに開始
ることとし、そのために必要となる突合せ作
マニュアルの策定や突合せ業務の外部委託の
達に向けた手続き等の準備を進めました。

評‐価|‐91■‐■■|■ 1

(理由)

運

`晶

ず i♀籠掛 紺 轟 駆 ザ
定通り準備を進めましたが、調達
過程において、職員から関係業者
への情報漏洩が発生しました。

評価|19
(理由)

○平成22年秋から開始予定の紙
台帳とコンピュータ記録の突合せ
作業に向け、紙台帳の電子画像
化、アプリケーションソフトの開発、

整備等及び各種調達手続
きを着実に実施した。
しかしながら、突合せ作業の拠点

設置に係る調達手続きにおいて、
報管理やコンプライアンスの観

点から問題があつた。

・年金記録の訂正や再裁定
支給等を迅速に行うた
体制整備

(5)年金記録のET正や再裁定後の支
等を迅速に行うための体制整備

・年金記録の統合状況等に応じて、再
裁定のil速な処理を行うための体制

(5)年 金記録の訂正や再裁定後の支
等を迅速に行うための体制整備

・年金記録の統合状況等に応じて、再
裁定の迅速な処理を行なうための体制

(5)年金記録の統合状況等に
応じて、再裁定の迅速な処理を
行うための体制を整備したか。 少や、新規採用職員の配置に伴い新たな体制

なったことにより、人員体制が十分に確保さ
なかった状況にあったため、年金事務所にお
る再裁定 (※ 8)の 申出受付から本部への進
(※ 9)ま でに要する平均処理期間の短縮化に

けて、平均処理期間や未進達件数が増加 してし
る年金事務所に対して、1月 以降の処理状況を
握したうえで、業務方法等について指導を行う
など、取組を推進 しました。その結果、平均
理期間については06か月で横ばいですが、未進

こついては減少しました。

《用語解説》……………………………Ⅲ………………Ⅲ
l

腹鯖靡 鯰 ξ塁譜 :

ことで年金の決定を改めて行う処理のこと

を言い、進達とは、その再裁定の申出書等
を年金事務所(事 務センター)から機構本部
に送付する事務処理のことを言います。

平成22年 1月 の機構発足時においては、社
庁における豊富な業務経験 を有する職員の

平成 22年

1月

平成 22

年 2月

平成 22

年 3月

平均処理期間 06か 月 06か 月 06か 月

未処理件数 25万 件 23万件 20万 件

評価:● |||■■|■
(理由)

再裁定については、本部体制の強
化等により平均処理期間の短縮を
図りました。
なお、時効特例給付の処理期間に
ついては、短縮へ向けた取組みが
必要です。

理を迅速に行うため
に、年金事務所から職員を本部に
派遣し体制強化に努めた結果、平
均処理期間は工程表で目標として
設定している約25ヵ 月を既に達成
した。

O時効特例給付の処理について
は、短縮化に向け、体制を増強す
る等の対策を講じる必要がある。
(参考 :工程表における目標は概



彗ミ

平成22

年1月

平成22

年2月

平成22｀

年3月

平均処理期間 24か月 24か月 23か月

未処理件数 127万件 1l l万件 8.4万件

【別表3:機構発足以前からの処理状況の推移】

0また、再裁定後の時効特例給付の処理期間に
ついては、平成22年 3月 末時点で29か月となっ

平成 22

年 1月

平成 22

年2月

平成 22

年3月

平均処理期間 25

か月

24
か月

29
か月

未 処 理 件 数 28 1

万件
鶴
鼎

印
群

*平成22年 3月 は、遅延特別加算金法の施行日
が確定するまで、時効特例給付の支給決定を保
1留 したことから、平均処理期間及び未処理件数
が増加しています。

:::               i:]



・標準報酬等の遡及訂正事
案についての実態解明.迅

速な記録回復

(6)標 準報酬等の遡及訂正事業につ
いての実態解明・迅速な記録回復
・受給者・カロ入者にご自身の年金記録
を確認していただいた上で、一定の条
件を満たす場合には年金事務所段階
での記録回復を行うことにより、被害
の救済を速やかに進める。

(6)標 準報酬等の遡及訂工事案につ
いての実態解明・迅速な記録回復
・加入者への「ねんきん定期便」や受給
者への「厚生年金加入記録のお知ら
せ」の送付等により、ご本人に記録を
確認していただくことを通じて、被害の
救済を速やかに進める。
・一定の条件を満たす場合には、年金
記録確認第二者委員会に送付すること
なく、年金事務所段階での記録回復を
行うことにより、被害の救済を速やかに
進める。

(6)標準報酬等の遡及訂正事
案について、ご本人による記録
確認。年金事務所段階での記
録回復を行うことにより、記録
回復を速やかに進めたか。

○旧社会保険庁当時の平成21年 12月 より厚生年金
受給者等に対し、「厚生年金加入記録のお知らせ」
の送付を開始し、標準報酬を含む年金記録に関する
情報の提供を行いました。(平成22年 3月 末までに約
920万人へ送付。最終的には、平成22年 11月 まで
に、厚生年金受給者等約21800万 人に送付予定。)

O従業員であった方の事案であって、本人が所有す
る給与明細書等や雇用保険の記録等により勤務や
給与の実態が確認できる場合や、不適正な処理の
可能性のある記録(約 69万 件)について、一定の条
件を満たす場合については、年金記録確認第二者
委員会へ送付することなく、年金事務所において記
録回復を行うことにより、速やかな年金額の回復を
図りました。

平成22年 3月 末現在
・年金事務所における記録回復の実績 (果計 )

873件
うち、厚生年金受給者 (約 2万件)の戸別訪間に

よる確認・調査の結果、記録回復したもの
555件 ′

評価:Bl■ |■ ||||
(理由)

機構発足後の記録回復件数が3ヶ

月で158件という実績であり、着実
に件数を伸ばしています。

評価|‐■|■■‐‐■■‐■|
(理 由)

Orねんきん定期便」や「厚生年金
カロ入記録のお知らせ」により標準
報酬を確認いただく取組を着実に
進めた。

○厚生年金受給者 (約 2万件)の
戸別訪問対象者の対応について
は、従業員事案で「記録訂正の意
思あり」、「古己録が事実と相違あり」
と回答した方への働きかけや当該
事案に係る対応状況の進捗管理
を適切に実施した。

〇年度途中に社会保険庁から日
本年金機構への移行が行われた
こと、平成21年 12月 に新たな回復
基準が設定されたこと等の要因に
より、厳密な意味での比較は困難
であるが、平成20年 12月 から平成
21年 12月 までの1日社会保険事務
所段階での記録回復件数が715件
(月 平均約60件 )であるのに対し、
機構発足後の記録回復件数が158

件 (月 平均約53件 )であった。

・ねんきん定期便や常に年
金記録が確認できる仕組み
による加入情報の提供

(7)ねんきん定期便や常に年金記録
が確認できる仕組みによる加入者情
報の提供
・被保険者に対して、保険料納付実績
や年金見込み額をお知らせする「ねん
きん定期便」を実施する。
・自分の年金記録(年金見込額及び保
険料納付額を含む)を常に確認可能と
する仕組みを構築する。

(7)ね んきん定期便や常に年金記録
が確認できる仕組みによる加入者情報
の提供
・被保険者に対して、保険料納付実績
や年金見込み額をお知らせする「ねん
きん定期便」を送付する。
・自分の年金記録(年金見込額及び保
険料納付額を含む)を常に確認可能と
する仕組みの構築に向けて検討する。

(7)「 ねんきん定期便」の送付
を行うとともに、常に年金記録
が確認できる仕組みの構築に
向けて検討を行つたか。

〇1日社会保険庁当時の平成21年 4月 より:全であ薇
保険者の方に対し、誕生月に「ねんきん定期便」を送
付し、年金記録に関する情報の提供を行いました。
(平成22年 3月 末までに、6′ 673万人に送付)

O平成23年 2月 を目途に、現在のパソコンを使ったイ
ンターネットでの年金記録の確認をより使いやすいも
のにするとともに、自宅でパソコンが使えない方で

換1諸織ⅧlL翼眼認ご案子竜[:■ξ
した。現在、この実現に向けた検討を進めています。

【別表5:イ ンターネットによる年金記録の確認】

評価 :A
(理由)

全ての被保険者の方に対し「ねん
きん定期便」を送付しました。
インターネットによる年金個人情報
の提供については、即時照会の実
現など、より使いやすいものにす
るとともに、市区町村や郵便局等
においても確認できる仕組みの検
討を行いました。検討にあたって
は、平成22年度予算等で予定して
いた機能に加え、自分の履歴表の
作成をサポートする機能や自分で
条件を自由に設定し、在職老齢年
金などの見込額を試算できる機能
も追加することなど幅広い検討を
行いました。

評価:A■ |
(理由

' ~    

… ‐

Oね んきん定期便の送付によつ
て年金加入者情報の提供を計画
通り行つた。

○常に年金記録が確認できる仕組
みの構築については、平成22年度
予算等で予定していた機能に加
え、自分の履歴表の作成をサポー
トする機能や自分で条件を自由に
設定し、在職老齢年金などの見込
額を試算できる機能を追加するた
めなどに必要なシステム改修の検
討や調達計画の検討が行われ、2
2年度からの着手の準備が進めら
れた。



'その他年金記録問題の解
に向けて取り組むことが
要な事項

その他年金記録問題の解決に向けて その他年金記録問題の解決に向けて
要な取組を進める。

||1111::||||||||‐ ■||||111:|=111111

その他年金記録問題の解決に
向けて必要な取組を進めたか。

複した基礎年金番号の解消に向けては、l口社
保険庁当時の平成21年6月 及び10月 、機構発足
平成22年 2月 に、機械的に同一人調査(氏名、
t生年月日、住所の4項 目一致者)を行い、重複性別t生年月日、住所の4項 目

付番の解消処理を行いました。

平成22年 2月 調査(3月 送付)重複付番判明件数及
解消処理件数

重複付番判明件数      3,358件
3月 末時点解消処理件数   1,145件3月 末時点解消処理件数   1,145件

(6月 までに解消処理予定)

【参考】
平成21年 6月 調査 (7月 送付)重複付番判明件数(7月

10月 に解消処理)

重複付番判明件数      4,265件
(旧社会保険庁時に解消した件数)3,898件

未処理件数        3671牛

成21年 10月 調査 (11月 送付)重複付番判明件数
11月 ～2月 に解消処理)

重複付番判明件数      3,622件
(:日 社会保険庁)平成22年 11～ 12月 処理件数

2,684件

(日 本年金機構)平成22年 1月 ～2月 処理件
492件 (処理件数総計 3,176件 )

未処理件数        446件
(注 )各調査の未処理件数は、次回調査の重複付番
明件数に再度含まれます。

(理由)

重複付番件数は、平成20年 2月 調
り3,499件 減少、平成21年 2月

査より320件減少しており、日々
重複付番の解消の成果があり
した。
消作業については、機構設立に
人員減少などの影響から未処

理割合が高い年金事務所・事務セ
ンターがあるため、それぞれの事
を踏まえながら期限内の終了を

評価lq〔,1■l111三葺
(理由)

O重複した基礎年金番号の解消
ついては、体系的・計画的に実

あることから、基礎年金番号
ておらず、現状把握が不十

複付番が新たな年金記録問
よ`う、年金記録回復委

会の議論を踏まえつつ、住基
ネットとの突合せを行うなどの対策
行つていく必要がある。

成21年 12月 及び平成22年 4月
こ追加した年金記録回復基準につ
てヽ、平成22年 7月 の電話調査 (覆

面調査)の結果によれば、機構発
足後、年金事務所職員の回復基
準に係る認識が低いレベルである
こと力く明らかになったことから、職
員へのさらなる周知徹底を図る必
要がある。

Oその他の年金記録問題の取組
として、無年金者への取組を進め
る必要がある。
なお、社会保険オンラインシステ

ム上の記録で25年の受給資格期
間を満たさない方(50万 人)に対し
て、年金加入期間に関するお知ら
せを送付したことは、平成22年 3月

末で■のうちの約1万人の方の新
たな年金受給につながったことか
ら、一定の効果があつたものと言
える。

(1)適用事務に関する事項 1適用事務に関する事項

質の向上に関する事項

1適用事務に関する事項

務の質の向上に関する事項

1適用事務に関する事項

国民年金の適用を促進
ること。

(1)国 民年金の適用の促進
以下の取組により、国民年金の適用

ア 住民基本台帳ネットワークシステ
ムにより把握した20歳到達者につい
、職権による適用事務の実施によ
、適用を促進する。
転職者等の被保険者種別変更の
について、事業主説明会等にお

る周知ゃ関係情報に基づく積極的
な確認・勧奨により、適正な届出を促
進する。
ウ 国民健康保険の保険者である市
町村との連携により、適正な届出を促
進する。

(1)国 民年金の適用の促進
中期計画に沿って、住民基本台帳ネッ
トワークシステムを活用した20歳至1達
者の適用促進その他の対策を着実に

(1)国 民年金の適用の促進
民基本台帳ネットワークシス
ムを活用した20歳至1達者の

の対策を着実に推

こ1墓著感じ「り
=ら
,暴晨産罫鵬11

より把握した全ての20歳 到達者について、加入の届
出勧奨を行うとともに、勧奨を行つてもなお届出がな

場ヽ合には、年金手帳を送付し、第1号被保
者として資格取得等の手続きを行いました。この
果、住基ネットにより把握した20歳至1達者全員に

ついて、完全適用 (加入手続き)を行いました。

事項 平成20年度 平成 21年度

住基ネットにより

把握した人数
129万人

124万人

(31万人 )

うち、年金手帳

送付者数
56万人

53万人

(13万人 )

※平成21年度の()書きは、機構発足後 (1月 ～3月 )の数値

誕 雪
|●:●

=111111:住基ネットによリオ巴握した20歳到
達者全員について、加入手続きを
行いました。

顧 雪
:緊 111■11111

従前と同様の取組ではあるが、住
基ネットを活用して把握した20歳

誘謁襲温予ら粗摯
層労埜責1」尋じ1%富∫誕「憾臭lを

な
行つた。
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(2)厚生年金保険・健康保険 ,船員保
険の適用の促進
以下の取組により、厚生年金保険等

の適用を促進する。これらの取組にあ
たつては、年金記録問題への対応状
況を踏まえつつ、毎事業年度(平 成21

年度を除く。)、 数値目裸や具体的なス
ケジュールを定めた行動計画を機構
全体及び各年金事務所ごとに策定し、
当該計画に基づき効果的・効率的な
推進に努める。
なお、重点的加入指導 (職員による

個別訪間及び年金事務所への呼び出
し)など適用促進に関する各種取り組
みについては、中期計画期間中のて
きるだけ早い時期に、社会保険庁にお
ける平成18年度の実績水準を回復
し、その後、更なる上積みを行うことを
目指す。

(2)厚 生年金保険・健康保険・船員保
険の適用の促進

(2)厚生年金保険・健康保険・
船員保険の適用の促進

○未適用事業所の把握及び適用 (加入手続き)

の促進については、旧社会保険庁における取組
を継続し、以下の取組を行いました。

評価 :c

Эについて
旧社会保険庁における取組を継続
し、雇用保険の適用事業所情報、
民間企業から購入した新規設立法
人情報や地方運輸局等が保有す
る貨物自動車運送事業者等の社
会保険加入状況の情報を活用して
未適用事業所の把握を行つた。
一方、重点的加入指導及び立入

検査の実績については、平成22年
1月 から3月 までの間の各年金事務
所が設定した計画1直 の合計を下
回つた。
※ 平成22年 1月 から3月 までの間
の計画値及び実施数
〇 重点カロ入指導実施数(回数)

計画値の合計 :4,052回

実施数の合計 :728回

○ 立入検査実施数 (回 数)

計画値の合計 :379回

実施数の合計 :2回

(注)計画値とは、各年金事務所の
計画値を単純に積み上げたもので
ある。
<参考>
○ 文書・電話勧奨件数
予定数の合計 :156件

実施数の合計 :1,206件
○ 訪間加入勧奨件数
予定数の合計 :402件
実施数の合計 :405件

〇 事業所調査実施数
計画値の合計 :17,396事 業所
実施数の合計 :5,042事業所

○ 厚生年金保険等の適用
については、未適用事業所
を把握の上、促進すること。

①未適用事業所の適用の促進
ア 公共職業安定所や地方運輸局等
が保有する社会保険加入状況等の情
報を収集・活用し、未適用事業所の効
率的かつ的確な把握に努める。
イ 未適用事業所の加入勧奨等の適
用促進業務について、外部委託により
効率的に行う。
ウ カロ入指導から立入検査及び職権
適用に至る実施手順、判断基準を定
める。

エ ウによる手順・基準に基づき、外部
委託先と連携しつつ、呼出や訪間等に
よる重点的な加入指導を実施する。
オ ウによる手llI・ 基準に基づき、加
入指導後に届出を行わない事業所に
対して、立入検査の上、職権適用を着
案IF実 施する。

力 未適用事業所について、システム
による的確な管理を実施する。

①厚生年金保険等の適用の促進につ
いて、年金記録問題への対応状況を
踏まえつつ、平成21年度は特に以下
の点について重点的に取り組む。

ア 未適用事業所の確実な把握
公共職業安定所が保有する雇用保険
の適用事業所情報、新規設立法人情
報や地方運輸局等が保有する貨物自
動車運送事業者等の社会保険加入状
況等の情報等を活用して、未適用事業
所の的確な把握に努める。

イ 未適用事業所への重点的加入指
導及び職権適用の実施
平成21年 12月 末までに民間委託に

よる文書・訪間による加入勧奨を実施
したにもかかわらず、自主的な適用届
の提出を行わない事業所について、重
点的加入指導を実施し、着実に適用ヘ
と結びつける。
また、重点的加入指導を3回実施して
も加入の見込みがない事業所につい
ては、職権による適用を実施する。

① 厚生年金保険等の適用の
促進について、年金記録問題
への対応状況を踏まえつつ、
平成21年度は特に未適用事
業所の的確な把握、未適用事
業所への重点的加入指導・認
定による加入手続を実施した
か。

<民間委託による適用勧奨>
適用促進対象事業所に対しては、民間委託の活用

藁鱚 場動馨漑蹄謀

』§輩濾 粘繁籍螂
撃難購誹譜軌諄拗し
入手続き(※ 10)を実施しました。

こ羹

評価 :B
(理 由)

¬月に3月 までの各年金事務所に
おける目標設定及び進捗管理を
徹底するよう指示しました。
雇用保険の適用事業所情報、新
規設立法人情報や地方運輸局等
からの情報等を活用して未適用事
業所の的確な把握に努めました。
また、呼出や訪F.3による重点的な
加入指導等を実施しました。その
結果、平成21年度については、お
おむね前年度並みの取組を行うこ
とが出来ました。
機構が把握した未適用事業所数
は、平成21年度末現在、111,99o
事業所です。年金記録問題への
対応を優先する中で、適用の促進
に十分なマンパワーの投入ができ
ていない状況ですが、今後、中期
目標である平成18年度実績の回
復に向けて、よリー層の努力が必
要と考えています。
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Э事業主からの適正な届出の促進
ア 適用事業所の事業主に対する適
正な届出の指導を実施する。
イ 事業所の業種や被保険者の特性
を踏まえて、重点的な事業所調査を実
施する。
ウ 遡及して提出された資格喪失届、
標準報酬月額変更届や全喪届につい
て、事実関係の確認を徹底する。

Э各年金事務所においては、各社会
保険事務所が平成21年 6月 に策定し
た計画や平成21年 12月 までの取組
状況を踏まえ、以下の事項について3
か月間の日標を適正に設定し、進捗管
理を徹底する。
・重点加入指導実施事業所数
・立入検査数(職権適用事業所数)

② 各年金事務所においては、
重点的加入指導実施事業所数
及び立入検査数について、平
成22年 1月 から3月 までの間
の目標を適正に設定し、進捗
管理を徹底したか。

《用語解説》
…………………………………………̈

1

(※ 10)事業主が事業所の新規適用届や被保
|

険者の資格取得届を自主的に届出しない場 |
合において、事業所調査に入ることによつて |

:[聯 群 [黎 切 |

整理を行い、「認定による加入手続きJとした |
ものです。                i

評価 :B
(理由)

1月 に3月 までの各年金事務所に
おける日標設定及び進捗管理を
徹底するよう指示しました。その結
果、平成21年度については、おお
むね前年度並みの取組を行うこと
が出来ました。
年金記録問題への対応を優先す
る中で、適用の促進に十分なマン
パワーの投入ができていない状況
ですが、今後、中期目標である平
成18年度実績の回復に向けて、よ
リー層の努力が必要と考えていま
す。

0について
全ての年金事務所において、重点
加入指導実施回数及び立入検査
実施回数について平成22年 1月 か
ら3月 までの間の計画は設定して
いる。しかしながら、平成22年 1月

から3月までの実施数は、計画値
の合計を下回つている状況であ
り、各年金事務所において、適切
な進捗管理がなされていたとは評
1面 し難い。

※ 平成22年 1月 から3月 までの間
の計画値及び実施数
O重 点加入指導実施数(回数)

計画値の合計 :4,052回

実施数の合計 :728回

○ 立入検査実施数 (回 数)

計画値の合計 :379回

実施数の合計 :2回

(注 )計画値とは、各年金事務所の
計画値を単rjLに積み上げたもので
ある。
<参考>
O文 書:電話勧奨件数
予定数の合計:156件   ｀

実施数の合計 :1,206件

O訪 問加入勧奨件数
予定数の合計 :402件

実施数の合計 :405件

ll鵞凛]:311隆藁導『

O適用に係る上記のような各種取組の実績につい
ては、前年度と概ね同程度の水準となつています
が、年金記録問題への対応を優先したこと等から、
中期計画の当面の目標である「社会保険庁における
平成18年度の実績水準」を大きく下回つており、未適
用事業所の解消に向けて、一層の努力を要する状
況となっています。なお、平成22年 3月 末現在で、機
構が未適用事業所として把握している事業所数は、
111,990事 業所となつています。

・職員の戸別訪 r・5による重点的な加入指導事業所
数
1,652事 業所 (平 成20年度)→ 3,390事業所 (平成21

年度)

・適用促進対策を講じた結果、適用した事業所数
3.381事 業所 (平 成20年度)→ 2.567事業所 (平 成21

年度)

・うち認定による加入手続き(職権適用)実施数
21事業所 (平成20年度)→  34事 業所 (平成21年
度)

・事業所調査件数
45,933事 業所く平成20年度)-47,402事業所 (平成
21年度)

O全喪届 (※ 11)の適正化については、引き続き、適
用事業所に該当しなくなつたことを証する書類の添
付を義務付けるなどの取組を行つています。

1《用語解説》………Ⅲ……………………̈…………………、

:(※ 11)厚生年金保険等の適用事業所でなく  :
|な

つた場合に事業主が届出をするものです。  ::                             :

別表6:厚生年金保険適用関係指標の推移】



保餃 料 等収 納 事 務 に関 す る事 項 2保 険料等収納事務に関する事項 Z.床陳 料 寺 収 網 争 粉 l―関 す 0
事項

(1)国民年金の納付率の向上 (1)国 民年金の納付率の向上 (1)国 民年金の納付率の向上
評価.:B

0について
平成21年度の国民年金保険料

の現年度納付率は60.0%となっ
たところであり、対前年度比でマイ
ナス21ポイントと依然として低下
傾向が続いており、歯止めをかけ
られていない状況である。
しかしながら、平成22年 1月 末現
在(平 成21年4月 分から平成21
年12月 分まで)の現年度納付率5
89%か らは1 1ポィント伸びて
おり、平成21年度の年度計画によ
ける日標の伸びは確保したと評価
できる。

2)保険料等収納事務に関
|る事項
)国民年金制度への理解
J言頼を深め、保険料の納
ナ率の低下傾向に歯止めを
卜け、これを回復させるよう
子めること。また、厚生年金
蔵険等の保険料について、
こ適用事業所の適用を進め
)つ 、収納の確保を図るこ
:。 その際、市町村や公共
出業安定所等との効果的な
E携に努めること。

以下の取組により、国民年金保険料
の最終納付率について、中期目標期
間中、各年度の現年度納付率から4
～5ポイント程度の伸び幅を確保する
ことを目指す。
また、現年度分保険料について、当面
納付率の16下傾向に歯止めをかけ、
これを回復させることを目標とする。具
体的には、中期目標期間中のできる
だけ早い時期に、平成21年度の納付
実績を上回り、その後、更なる改善を
目指す。

ア 効果的かつ効率的な納付督励の
実施、強制徴収の厳正な執行、免除
又は猶予制度の利用促進等、未納者
属性に応して、外部委託も活用した効
果的な収納対策を進める。当該取組
にあたつては、毎事業年度(平成21年
度を除く。)、 取組に係る数値目標や具
体的なスケジュールを定めた行動計
画を機構全体及び各年金事務所ごと
に策定し、当骸計画に基づき効果的・
効率的に実施する。

O国民年金保険料の納付率の向上に
向けて、年金記録問題への対応状況
を踏まえつつ、平成21年度は特に以
下の点について重点的に取り組み、現
年度納付率については、平成21年 12
月末時点の納付率から平成22年 3月 末
までの間において、1ポイント程度以上
の納付率の伸びを確保することを目指
す。

現年度のみ未納者への納付督励
:年度のみ未納期間を有する者に対
て、納付勧奨のチラシを同封した納
書を送付する。(平 成22年 2月 末か
3月 中旬を目途に送付。)

① 国民年金保険料の現年度
納付率について、平成21年度
は特に現年度のみ未納者への
納付督励、日座振替勧奨DMの
送付等に重点的に取り組むこと
により、平成21年 12月 末時点
の納付率から平成22年 3月 末
までの間において、1ポイント程
度以上の納付率の伸びを確保
したか。

○国民年金保険料の確実な収納を図り、現年度
保険料の納付率 (※ 12)について、当面、その
低下傾向に歯止めをかけるため、機構設立後の
平成21年 度末 (平成22年 1月 ～3月 )に おける特
別対策として、以下の取組を重点的に行いまし
た。

i][言][]||]]]]」]lilli:
末にかけて送付し、納付督励を行いました。
さらに、納付書送付後は市場化テス ト (※ 13)
受話事業者と連携し、電話納付督励、戸別訪問
などの事後フォローを行いました。

※平成21年度の ( )書 きは、機構発足後 (1月
～3月 )の 数値

評価 :B
(理由)

平成21年度の現年度納付率は6
00%(対 前年度比△2.1ポイン
ト)となつたところであり、低下傾向
は続いているものの、平成22年¬
月末現在 (平成21年 4月 分～平
成21年12月 分)の現年度納付率
58 9%か らは1 1ポイントの伸
びとなり、平成21年度の年度計画
における日標の伸びは確保したと
ころです。
今後、納付率の向上に向けた各

種取組を着実に実施し、中期計画
の日標達成のために更なる努力を
行います。



勧奨業務について、要求水準を明
にして外部委託を行うとともに、適

による納付書送付者に対し、
スト受託事業者との連携による納付

捗管理を実施する。 実施する。

ウ 強制徴収については、関係法令に
基づき、適切に実施するとともに、徴

強制徴収の取組み

収が困難な事案については、プロック
本部と年金事務所の連携を密にして、
早期に滞納の解消を図り、保険料収
入の確保に努める。さらに、必要に応
じ、国税庁に委任する仕組みを適切に

平成20年度以前着手分について、優
先的に整理する。

用する。

《用語解説》

(※ 13)市場化テストは、「競争の導入による公共
サービスの改革に関する法律」に基づき実施し
ており、官民が対等な立場で、提供するサービス

の質・価格を競い、民間業者の創意工夫やノウ
ハウを活用する仕組みです。
機構では、この仕組みを利用して国民年金保険
料の収納業務のうち、強制徴収を除く納付勧奨
業務等を包括的に民間委託しています。(免除
等申請勧奨業務は平成21年 10月 開始分から実
施)

た、保険料の負担能力がありながら、納
務を果たさず、他の被保険者の納付意欲に
響を与えかねない未納者に対しては、強制
による厳格な対応を行いました。

事  項 平成 20年度 平成 21年度

最 終 催 告

状 送 付 件

数

16,350件 17.131件

(2,758件 )

督 促 状 送

付件数

8,160件 10.061件

(1,037件 )

差押件数 5,534件 3.092件

(314件 )

※平成21年度の ( )書 きは、機構発足後
～3月 )の数1直



IQ守相計甲
工 日性破管の期奨及ひ広報を冥施
し、日座振替の促進を図る。口座振替
実施率について、中期目標期間中、毎
年度の口座振替実施率が前年度の当
該率と同等以上の水準を確保すること
を目指す。

コンピニエンスストア、インターネッ
ベンキング及びクレジットカードによ
保険料納付を周知し、その利用促進
図る。これらの納付件数について、
期目標期間中、毎年度の合II数 が
年度の当該件数以上の水準を確保
ることを目指す。

所得情報の取得や周知等に係る
力等、市町村や各種団体と連携・協
して取組を進める。

工 口圧振晉の動奨
現金納付による優良納付者に対する
日座振替勧奨を実施する。(平 成22年
2月 初旬に口座振替勧奨DMを送付。)

る日座振替勧奨、日座振替申出書と返信用封簡を
同封したダイレクトメール(DM)による勧奨、未納者
に対する特定業務契約職員(国 民年金推進員)によ
る戸別訪間での勧奨、市場化テスト受託事業者によ
る勧奨等により積極的な取組を実施しました。

※件数については、各年度とも2月 初旬に送付した
件数

<参考>

)所得情報を活用して免除等申請書未提出者に対
て免除勧奨を実施しました。



lmy獅瀞
|

※「全額免除者数」欄の<>内 は第1号被保険者
数に占めるtll合 である。
※「平成21年度」欄の()書きは、機構発足後(1月

～3月 )の数値である。

Oなお、納付督励業務については全ての年金事務
所において、免除勧奨業務については127か所の年
金事務所において、市場化テスト受託事業者により
実施しました。委託の結果、コストについては相当程
度肖1減されている一方、事業実績に関する要求水準
は達成できていない状況です。その要因として、低コ
ストの電話督励が中心的な手法となり、戸別訪間の
実施が委託前と比べて大幅に減少していること等が

「 [鶴 爾
轍 臨

た。

事 項 平成20年度 平成21年度

コンピユエンスス

トアでの納付

966万件 1,107万件

(267万 件)

インターネットや

携帯電話等の電子

納付

38万件 42万件

(10万 件)

クレジットカード

による納付

32万件 78万件

(20万 件)

踏 擁 ど
の(鴻割

=雌
親 後0月 ～3

14



01ⅢII壽| ⑦中1期計画

②各年金事務所においては、各社会
保険事務所が平成21年 6月 に策定し
た計画や平成21年 12月 までの取組
状況を踏まえ、「納期限内納付月数」滲
び「督励納付月数」について、3か月間
の目標を適切に設定し、進捗管理を徹
底する。

② 各年金事務所においては、
「納期限内納付月数」及び「督
励納付月数」について、平成2
2年 1月 から3月 までの間の目
標を適切に設定し、進捗管理を
徹底したか。

0各年金事務所においては、旧各社会保険事務所
において平成21年 6月 に策定した行動計画に基づき
実施した平成21年 12月 までの取組状況を踏まえ、
「納期限内納付月数」及び「督励納付月数」について
可能な限り前年度並みの実績を確保することを目標
に、上記の保険料収納対策を実施しました。

<参考>納 付督励の実施状況

(注)上記の納付督励件数は、職員、収納指導員忍
び市場化テスト事業者による納付督励の総数である

湯塁l:見員髪里ξ曇』ぶξ慮爆【魏 次‖

1儡贔 辮 1

鐸濶鸞賛鸞 _ili

評価 :B
(理由)

平成22年 1月 に年度末に向けた
3ヶ月の特別対策の各種取組み徹
底について指示し、その後、4月 に
年度末における収納対策について
指示文書を発出し、各種取組みの
促進を図りました。

②について
各年金事務所において、「納期限
内納付月数」及び「督励納付月数」
について、可能な限り前年度並み
の実績を確保することを目標として
設定し、保険料収納対策に取り組
んだが、いずれの月数についても
前年度実績を下回つており、各年
金事務所において適切な進捗管
理がなされていたとは評価し難い。



(2)厚 生年金保険・健康保険・船員保
険等の徴収対策の推進
厚生年金保険等の保険料等につい

て、未適用事業所の適用を進めつつ、
以下の取組により、確実に保険料収
入を確保するとともに、保険料等を滞
納する事業主又は船舶所有者に対す
る納付の督促及び滞納処分等を確実
に実施する。

|1111■|=:||1111111■ 11111111■ IIII111
(2)厚 生年金保険・健康保険・船員保
険等の徴収対策の推進

■ ● |1111■■|■|
(2)厚生年全保険・健康保険,

船員保険等の徴収対策の推進

評価:●11 |'

0につしヽて
口座振替の推進については、新規
適用時に日座振替の勧奨を行つて
いるものの、20年度実績を下回つ
ている。
く口座振替実施率〉

20年度 →21年度
厚年 819%→ 81.2%▲07%
健保 828%→815%▲13%
船保 556%→521%▲35%

滞納事業所に対する納付指導に
ついては、督促指定期限までに納
付されない事業所には来所通知書
による呼出徴収、来所に応じない
事業所については職員が訪問し、
直接納付督励を実施した。
また、滞納処分については、長期・

黒 撃 講 醜 熱 鑽 鯛 |

先事業所及び不動産等の財産調
査を行い、差押予告通知等による
納付督励に努め、納付計画を示さ

鎖誕籠招翻墨碁湧
た。差押執行事業所数について
は、20年度実績を下回つている。

権ま臓蹴乳 讐就
下落という厳しい経済情勢の下
で、20年度実績を0.4～ 09ポイント
下回つている。

口座振替の勧奨及び周知を実施
、日座振替の促進を図る。厚生年金
険等の保険料収納に係る口座振替
施率について、中期目標期間中、毎
度の口座振替実施率が前年度の当
率と同等以上の水準を確保すること
目指す。

①厚生年全保険等の収納確保に向け
て、年金記録問題への対応状況を踏J

えつつ、平成21年度は特に以下の点
について重点的に取り組む。

口座振替の推進
険料の納め忘れの防止や納付手続
の簡素化を図るため、口座振替によ
保険料納付の推進を図る。

① 厚生年金保険等の収納確
保に向けて、年金記録問題ヘ

の対応状況を踏まえつつ、平
成21年度は特に口座振替の
推進、滞納事業所に対する納
付指導や滞納処分の実施に重
点的に取り組んだか。

O保険料の納付期限内の納入を確実なものとす
るため、各事業所に対する口座振替による保険
料納付の促進に努めました。具体的には、新親
適用届を提出する事業所に対して、口座振替に
よる納付を推奨しました。

Oし かし、厳しい経済状況の下で、口座振替を

撃魔重:雪猶醍襲虜望踏を紹醜犠李
口座栃

口座振替実施率 (厚生年金保険)

819%(平成20年 度)→  812%(平 成21年

評価 :B
(理由)

年金事務所に対して、1月 に徴収
業務の着実な推進等について、ま
た、3月 に年度末の収納対策 (未

接触事業所への電話納付督励
等)について指示し、取り組みを進
めました。
しかし、収納率、口座振替実施率
とも厳しい経済情勢の下で滞納事
業所が大幅に増加したこと等から
前年度を下回る結果となりました。
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踏まえつつ、毎事業年度(平 成21年度
を除く。)、 取組に係る数値目標や具体
なスケジュールを定めた行動計画を
構全体及び各年金事務所ごとに策
し、当該計画に基づき、滞納事業所

に対する納付指導及び滞納処分を確

強制徴収については、関係法令に
づき、適切に実施するとともに、徴
が困難な事案については、プロック
部と年金事務所の連携を密にして、

早期に滞納の解消を図り、保険料収
入の確保に努める。さらに、必要に応
じ、国税庁に委任する仕組みを適切に

納処分
納事業所に対しては、速やかに保険
の納付督励を行い、確実な徴収と滞
の長期化の防止を図る。

なお、現下の厳しい経済情勢を踏ま
え、滞納事業所から納付が困難である
の申出があった場合には、事業所の
営状況や将来の見通しなどを丁寧に

聞き取ったうえで、きめ細やかな納付
指導を行う。

いては、口座振替不能となった事業所に対 し
て電話による納付督励を実施、督促指定期限
でに納付されない事業所には来所通知書によ

出徴収、来所に応じない事業所について
員が訪間し、直接納付督励を実施するなど確
な徴収と滞納防止に努めました。
また、長期・大口滞納事業所を含めた納付困
事案等に対しては、金融機関に預貯金、取引先
事業所及び不動産等の財産調査を行い、差押予

知等による納付督励に努め、納付計画を示
さない事業所に対 しては、差押えの実施による
実な滞納整理に努めました。

しかし、厳しい経済情勢の下で滞納事業所数
が大幅に増加したこと等から、厚生年金保険
保険料収納率については、前年度の実績を下
ることとなりました。
保険料収納率 (厚生年金保険)

40/0(平成20年度)→  98.00/O(平 成21

【別表10:厚 生年金保険等徴収関係指標の

金事務所に対して、コ月に年度
に向けた収業務の着実な推進
について、3月 に年度末の収納

(未接触事業所、の電話納
督励等)について指示し取り組
を進めました。
かし、収納率、日座振替実施率
も厳しい経済情勢の下で滞納事

20'      21'

厚年  984%→ 980%(▲ 04%)
健保  972%→ 965%(▲ 07%)
船保 933%→ 92496(▲ 09%)
不納欠損額 (21年 度)

厚年 228億 円 (0.1%注 2)

健保  117億 円 (02%)
船保  4億円 (07%)

(注1)不 納欠損額とは、保険料の
収時効2年経過等の事由により
付義務が消滅したことを確認し

た保険料の金額をいう。
(注2)徴収決定済額 (納付義務の

た保険料の金額)に対する
損額の書り合。

)収納未済歳入額 (21年 度末 )

厚年  4,295億円
健保  2,169億円
船保  41億円
(注 )収納未済歳入額とは、徴収
決定済額のうち収納済み又は不1

欠損となつている金額を除いた金
うヽ。

)滞納事業所数
20' 147.171

→ 21' 162.423(■ 15,252)
差押執行事業所数
20' 10,483j21' 8,250(l'2.233)

20'      21'
GDP 541兆 円→53り

`円▲20%(内 閣府調)

全ての年金事務所において、収納
及び口座振替実施率について
成22年 1月 から3月 までの間の
を策定している。しかしながら、

平成22年 3月 末の実績は、いずれ
も前年度実績を下回つており、各
年金事務所において適切な進捗
理がなされていたとは評価し難

評価 :B
(理由)

②各年金事務所においては、各社会
保険事務所が平成21年 6月 に策定し

各年金事務所においては、
率・滞納事業所解消数及

ヒ計画や平成21年 12月 までの取組 口座振替実施率について、
成22年 1月 から3月 までの状況を踏まえ、以下の事項について3

か月間の目標を適正に設定し、進捗管 間の目標を適正に設定し、進
捗管理を徹底したか。を徹底する。

・収納率及び滞納事業所解消数
・口座振替実施率

所が大幅に増加したこと等から
年度を下回る結果となりました。



O収納率の計画値
健保 厚年

99%11」 L   20   43
98～ 99%  94  131
97-98%   93   83
96-97%   59   33   4
96%メに濁毒   46   22  31
(注)収納率の計画値の区

年金事務所数を集計したものであ
る。

口座振替実施率の計画値
健保 厚年 船保

95%"1」ヒ    23    23   2
90-95%   126   124   7
35-9o%   106  102   7
80-85%   42   44   3
80%未 満  15 19 38
(注 1)口座振替実施率の計画値
区分11に年金事務所数を
ものである。

(注2)全事業所に対する口座
申し出た事業所の割合である。

ススタンダード達成率が低 な決定にういては、サ_

鵬

９

７

６

以下の取組により、年金給付の迅
定及び正確な支給に努める。 ア「サービススタンダード」の達成状

請求書を受け付けてから年金証 兄を把握し、問題点については改善の
しめの対策を徹底する。

サービススタンダードの連
状況を把握し、問題点につい

ては改善のための対策を徹底
する等迅速な決定を行つたか。

年金請求書を受け付けてから年金が決定され、|
証書が請求者に届くまでの標準的な所要日数を

サービススタンダードとして設定し、迅速な決定、年
金のお支払いに取り組んでいます。

したサービススダンダードの内容>
・老齢厚生年金、遺族基礎・遺族厚生年

金 :2か 月以内(加入状況の再確認を要しない方は
1か 月以内)

金 :3か月以内
年金 :3か月半以内

成21年度の達成状況は、以下の表のとおり、老
老齢厚生年金、遺族基礎。遺族厚生年金に

把握しているものの、障害厚生
)の受給者の増加がある中 金については特に裁定処理、年度途中で日本年金機構

行が行われたことや年金記
が遅れ、お客様からの苦情につ
がった。

翌t潔優黒告職醐 潟 ススタンダードの達成状況を

吾害厚生年金に係る対応につ
て`は、4月 から障害認定事務

届くまでの所要日数の目標 (サービ
スタンダード)を次のとおり定め、所
日数 (請求者に対する不備返戻、医

、実地調査及び市町村からの
付に要した日数を除く。)での当該
標の達成に向けて、迅速な決定に

もに、問題点を分析し、取組
図る。中期目標期間中、

度の達成率が前年度の当該率と同等
以上の水準を確保するとともに、設定

各サービススタンダードについて、
最終年度においては当該達成率を9

上とすることを目指す。

くサービススタンダード>
・老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基
・遣族厚生年金:2か 月以内 (カロ入
況の再確認を要しない方は、1か月

以内)

・障害基礎年金:3か 月以内

への対応を優先したことにより、
理人員が減少し処理が遅れて
るヽことなどが主な理由です。特

こ、障害厚生年金については大幅 審査業務を担当する事務職
改善が必要と認識しています。
務実績の項に記したような職員
増員や事務センター等の処理

員の増員を図るなどの審査体
の強化を図つているが、3月

までにおいても対応の検討を行
制の見直しに取組み、22年度に
目標数字をクリアできることを目

、ヽ準備を進めていたことが認てヽ、加入状況の再確認を要する場合は60%後
～80%半ばとなつていますが、加入状況の再確認 指して、取組を進めています。

場ヽ合は30%前半～40%後半と低い達成
っています。

た、障害基礎年金は80%以上となつていますが、
厚生年金はlo%と 極めて低い達成率にとどまっ
まヽす。



送付や60歳を超える就労者が多い
業所に対する適正な届出の指導等

をイテう。

な届出の周知
者全員に対するパンフレット

)新規裁定者全員に対する
ンヾフレットの送付や60歳を超 す。爆言葉埜房菫婦卍息百警薪嬌拿霊貰庭馨露

響芳だ営唇憲霞倉塁撃基套駿泄嘉女季倉撼:

正な届出の周知について
は、新規裁定者全員に対する
パンフレットの送付に取り組ん

る就労者が多い事業所に対 バンフレット (「 年金を受給される皆
規年金決定者ヘバンフレットを
付しました。

する適正な届出の指導等を
行ったか。

へ」)を 同封 しています。このバンフレッ ト 、60歳を超える就労者が多い

あること、加入した際は年金額と給与及び
の額11● じて老齢厚生年金の一部又は全
払いが停止される場合があること等について
明しています。

業所にリーフレットを送付しまし
でいる。また、60歳を超える就
労者が多い事業所に対する適
正な届出の指導については、こ
業所調査における重点的な取

―つとされているが、事業
向けのリーフレットを送付す
こ留まっている。



イ 年金給付の支給の誤りを防止する
ため、年金給付に関する業務処理マ
ニュアルの徹底を図るとともに、事務
処理誤りが発生した場合には、事務側
理誤りに関する組織内の情報共有を
徹底するなど、再発防止のための必
要な改善措置を講じる。

③正確な支給
年金給付の支給の誤りを防止するた
め、以下の措置を講じる。
ア 年金給付に関する業務処理マニュ
アルの徹底を図り、必要に応じて研修
等を行う。
イ 年金給付に関する事務処理誤りに
ついて、組織内の情報伝達ルートを整
備し、情報共有を徹底する。

年金給付に関する業務処
マニユアルの徹底を図り、必
に応じて研修等を行う等年釜
付の支給誤りを防止するた
の措置を講じたか。

O「国民年金・厚生年金保険年金給付業務処理マ
ニュアル」を平成22年 1月 に制定・施行し、マニュアル
に基づく業務処理の適正化に努めました。

O事件・事故や事務処理誤りが発生した場合の対応
に関して必要な事項を定めた「事件・事故・事務処理
誤り対応要領Jを平成22年 1月 に制定し、同要領の中
で、以下のような情報伝達ルールを定めました。
・年金事務所等の各部署から2日 以内に本部品質管
理部に第1報を報告 (窓 口の一本化)

・本部品質管理部は、事案の内容に応じ、リスク・コ
ンプライアンス部その他の本部内の関係部に情報を
伝達

O同要領に基づき、本部 (品 質管理部)において、各
部署から事案の報告を受けるとともに本部内の関係
部と連携しながら、必要に応じて年金事務所等への
対応、調査、再発防止等の対応を行いました。

協鶴霊墨事11晟奔11拝早
要側こ基づき報告

評価 :B
(理由)

業務処理マニユアルの制定や事
務処理誤り事例の組織内共有の
取組を進めました。なお、依然とし
て年金給付に関する事務処理誤り
が発生しており、今後とも再発防
止に向けた取組を一層強化しま
す。

③正確な支給については、マ
ニュアルを適宜改訂するととも
に、日知徹底について指示を
行つているが、22年 1月 以降も
依然として年金給付関係の事
務処理誤りが発生しており、引
き続き改善に向け努力された
い。
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④中期計画

○ 申請忘れ、申請漏れの
方を極力少なくするための
実効ある取組を進めること。

②年金支給年齢の到達前に受給権の
発生をお知らせする文書を送付する
等、受給者の申請忘れ、申請漏れを
極力防ぐための実効ある取組を進め
る。

申請忘れ、申請漏れを防ぐ取組
給者の申請忘れ、申請漏れを防止
るため、年金支給年齢(60歳 又は6
証)に到連する直前に、あらかじめ年
加入履歴等が記載されている年金
求書 (ターンアラウンド方式)を本人
に送付する等の取組を進める。

年金支給年齢に到達する
前に、「ターンアラウンド方
」の年金請求書を送付する
、受給者の申請忘れ、申請
れを防ぐ取組を進めたか。

○老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給資格を満
たしている方については、年金加入記録等をあらか
じめ記載したターンアラウンド方式の年金請求書を、
60歳または65歳到達の3か月前に送付しています。
また、60歳以後に受給権が発生する方には、「老齢
年金のお知らせ」を、受給資格が確認できない方に
は、「年金加入期間の確認について(ご案内)」を、そ
れぞれ60歳 ヨl達の3か 月前に送付しています。

(平成21年 度における送付件数)

・年金請求書 (ターンアラウンド用)

1,747,99o件 (368,801件 )

.老齢年金のお知らせ (は がき)

260,109件 (52,289件 )

・年金加入期間の確認について(ご案内)(は がき)

231.464件 (47,038件 )

(注)()内 は、機構設立後 (1～ 3月 の数値)

○旧社会保険庁において、平成21年 12月 18日 から
24日 にかけて、社会保険オンラインシステム上の記
録では25年 の受給資格期間を満たさない方(約 50万
件)に対して、合算対象期間 (カラ期間)(※ 15)の有
無などについての注意喚起を行い、併せて任意加入
詢1度 の周知を図るためのお知らせ (「年金加入期間
に関するお知らせ」)を送付しました。
この「お知らせ」の送付対象者については、機構設立
後において、年金相談や年金の決定の状況につい
てフオローアップを行つており、10.039人 の方につい
て年金の決定が行われるなどその状況は次のとおり
となつています。

|《
用語解説》……………………………………Ⅲ……Ⅲ………

|

:(※ 15)年金額には反映されませんが、「年金を :

1受け取るために必要な期間 (25年 )」に算入す :

三i琶締1艦綺:警i』ギ踏:

:           :

評価 :A
(理由)

申請忘れ、申請漏れを防止するた
め、年度当初に作成した業務スケ
ジュールに則つて、対象者に年金
請求書等を送付しました。
また、社会保険オンラインシステム
上の記録では受給資格期間を満
たさない50万人の方に対して、年
金加入期間に関するお知らせを送
付したことにより、1万 人の方につ
いて年金の決定が行われたこと
は、注意喚起による一定の効果が
ありました。

④申請忘れ、申請漏れについ
ては、ターンアラウンド方式によ
る裁定請求書の送付を着実に
実施するなどの取組を進めた。



国民が利用しやすい相
1本制の整備、国民の視点

(1)年金相談の充実 (1)年金相談の充実

こ立った懇切丁寧な対応や
年金相談について、被保険者、受給
:者その他の関係者の立場に立っ

相談機関の適切な紹 て、利用しやすい相談体制を整備する
とともに、必要に応じて市町村や税務介、来所相談における待ち

間の短縮、電話相談にお 等の他の相談機関を紹介する等、
ける応答率の向上に努める 切T寧に対応することに留意し、適

に実施する。

窓日の混雑状況やお客様の二一
を踏まえながら、受付時間の延長4

年金事務所等における待ち時間の
や平日昼rnlに相談できない方ヘ

日の開庁等を適切に実施する。ま を確保するため、また、「ね
た、電話相談について、応答状況を踏 ん定期便」及び「厚生年金加入記

お知らせ」の実施による相談の増まえながら、適切な体制を整備する。
来所相談について、通常期で30分、 こ対応するため、年金相談について
1雑期においても1時間を超えないよ
待ち時間の短縮に努める。混雑時に・昼休み時間帯における年金相談の実

下の取組を推進する。

てヽは待ち時間の目安を表示する。
んきんダイヤル応答率については、
期目標期rn5中 、毎年度の応答率が

・毎週月曜日における年金相談の受付
間の延長

前年度の応答率と同等以上の水準を ・毎月第2土曜日における年金相談の
確保することとし、最終年度において
は、当該応答率を70%以上とすること
を目指す。

1)年金相談の充実

ど、お
様の立場に立って、利用し

すい相談体制の整備や懇切丁
応等年金相談を適正に

評1距:0
(理由)

た年金相談担当職員の研修を
い、来訪相談体制の確立に努
ました。

コールセンター、年金相談セ〕
及び年金事務所相談窓日の外部
委託を行うとともに、委託業務の

間の延長、②毎月第二土
日の年金相談の実施、③混雑

時の待ち時間目安の表示、④186

事務所(H223末 時点)における予
約制による年金相談の実施等に

`

発足に伴い新たに採用さ 週月曜日の19時までの窓口

り制による年金相談の実施等につ
てヽ、平成21年度計画に基づき着

善にも積極的に取り組み、業務 こ実施し、待ち時間が1時間以
の円滑な運営を推進しました。
全国どこの年金事務所においても

上となっている事務所数は平成22

年1月 以降徐々に減少した。
立場に立つた均―の しかしながら、依然として年金事

スを提供できるよう、効率
昼休み時間帯における年金相談を実施するととも
、毎週月曜日の窓口開所時間の延長 (19時
まで)及び第2土曜日における年金相談を実施しま

した。

の窓口にお越しいただいたお

錦物な踏厳五せ倉ξ

:振続 [倉聰

く、日本年金機構への移行に伴
業ヽ務に習熟した職員が減少し、

年1～ 3月 は、平成21年同

用ダイヤルを600席から800席へ200席増席しました:

1比べていずれも高い水準にあ
た、設立当初において、新たに
金相談業務に従事する職員ヘ

のの、源泉徴収票の発行等季
より、30%台 となる月

事務所窓口における待ち時間の短縮などの 研修機会を十分に確保できな
つたこともあり、当初3か月の間

る状況であった。
ため、
・窓口の混雑状況をホームベージで提供 こは、計画に掲げる待ち時間の水
・全ての事務所において、混雑時(お待たせ時間が ニュアル」の全面改定やプロック本

以上の時)にはご待ち時間の目安を分かりやす

厚生年金加入記録のお知らせ」の実施による相

?増神に対応するため、平成22年 2月 1日 から、専

ベース等の実情に応じ312年金事務所中186
(平 成22年 3月 末現在)で 、予約制による年金

・統一的な業務運営に努めまし

れらの取組を通じて、年金事務
口における平均待ち時間に また,コールセンターのうち「ねん

て`は、徐々に改善してきました んダイヤル」の応答率について、

年金相談担当者のレベルの統一
化・向上を図るため、「年金相談マ

く表示
・相談者のプライバシーヘの配慮等の観点も含め、

・ねんきん定期便専用ダイヤル増席

を実施しました。

には至りませんでした。

つた琴切T寧な対応に向け、さ



帯別の平均待ち時間)をホーム
―ジ等で提供するとともに、混雑時

ら時間の目安等の積極的な情報
や手続のご案内により、手続や相
ためにわざわざ年金事務所に来

いただく必要を減らすこと、及び予約
こよる年金相談を含めた対策によ
通常期で3o分 、混雑期においても

1時間を超えないよう待ち時間の短縮
こ努める。

イ 年金相談センターの運営を全国社 年金相談センターの運営を全国社

年金事務所窓口(312か所)に おける平均待ち時
(13時現在)の状況は以下のとおりとなっており、
として、窓口にお越しいただいたお客様を長時

お待たせしている状況にありますが、上記のよ
の結果、待ち時間が1時間以上となっている事
数は、徐々に減少してきています。

く平均待ち時間>

30分以上 1

時間未満

1時 間以上

平成 22

年 1月

103事 務所 98事 務所

平成 22

年 2月

98事 務所 68事 務P~f

平成 22

年 3月

103事務所 45事 務所

51か 所の年金相談センターにおける年金相
、平成22年 1月 から全国社会保険労務士会連合

こ委託しました。委託業務の実施に当たっては、
年金相談センターと年金事務所との間で、定例会の

、疑義照会の回答、混雑状況の情報交換など
、ヽ連携協力を図りました。

年金相談センター業務開始直後の平均待ち時間
13時写奮)は 30分強てしたが、2月 以降は30分未満
改善されました。

ルセンターについては、「ねんきんダイヤル」

O市 町村や社会保険労務
士との連携強化を図り、年
金相談の充実に努めるこ
と。また、年金委員をはじめ
とする市民との連携協力に
努めること。

保険労務士会連合会に外部委託
効果的な業務実施を図る。

社会保険労務士会や市町村等と
携・協力し、市町村の庁舎等を活用
た年金相談の効果的な実施を図る。

会保険労務士会連合会に委託する
等、社会保険労務士等の協力を得て、
効果的な業務実施を図る。
工 年金事務所の配置や地域ニーズを
考慮して、市町村の庁舎、郵便局、農
協等を活用した相談事業を実施する。

オ 端末装置の設置市町村数の拡大
を図るなど、市町村との連携強化に取
り組む。
力 年金相談担当者の事務所内研修

施及び年金相談マニュアルの充
り、相談員のレベルの統一化・

向上を図るとともに、円滑かつ効率的
に対応できる相談体制を整備する。

端末装置の設置市町村数の拡大
るなど、市町村との連携強化に取
む。
年金委員をはじめとする市民との

携協力を行い、相談体制の拡充を

意膳織誕聞諾銃草膨躙 湛
44.3%)、「ねんきん定期便専用ダイヤ

'J」

あ平晟
年1月 から3月 までの応答率は946%(平成21年度
応答準925%)となつています。
園ぃ合ゎせは,日 本年金機構から発送する各種
轟知F顔子著もあふ多こ黎[軍蔑】歩&百

=申告書の2月 定期支払額への反映及び源
の発行という季節的な要因により「ねんき

イヤル」の応答率が低い水準にとどまりました。



平成 22

年 1月

平成 22

年 2月

平成 22

年 3月

―投 56 80% 319幌 60 90%

ねんきん

定期便

9450% 94.70% 94 50%

【311表 13:ねんきんダイヤルの月別応答状況】

0年金事務所の配置状況や地域のニーズを考慮
し、年金事務所が設置されていない市町村の庁舎
商工会議所等に職員や社会保険労務士を派遣し、
出張相談を実施しました。

出張相談回数(平成22年 1月 ～3月 ):1,865回 相
:41,179人

市町村において年金相談を実施していただくため
こ必要となる端末装置を設置し、年金相談を実施し

たヽだく市町村数の拡大に努めました。この結果、
末装置の設置市町村数は、平成21年 12月 末現在

の228市町村から平成22年 3月 末現在では235市 町
村と7市町村増加しました。
また、従来、原則として「ねんきん特別使」の年金記
録に関する相談に限つていた端末装置の利用範囲
について、年金記録全般の相談に使用できるようそ
拡大を検討し、平成22年 4月 1日 より利用範囲を拡
することとしました。

0年金相談担当者のレベルの統一化・向上を図るた
、「年金相談マニュアル」の全面改定を平成22年 3
に行いました。また、窓口担当職員のスキルアッ
めに、各プロック本部において、年金相談経験
ない職員等を対象とした年金相談研修を実施し
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腎鶴鋳療摯 期沓彗象諸
(2)分かりやすい情報提供の推進
公的年金事業に関するお客様の皆

様の理解と信頼を確保するため、分か
りやすく効果的な情報提供を行う。

(2)広報活動の推進 (2)広報活動の推進
評価‐lC

(理由)

平成21年度計画に基づき、旧社
会保険庁における取組に引き続
き、①国民年金保険料の納付促進
のため、コンピニ収納・電子納付等
の納付方法について、納付書の裏
面への記載等により周知を図り、
その利用促進に努めたこと、②全
ての被保険者の方に対し、誕生月
に「ねんきん定期便」を送付し、年
金記録に関する情報の提供を行つ
たこと等、着実に実施した。
しかしながら、機構ホームベージ

について、機構設立直後には「準
備中」のコンテンツが多数存在し、
お客様にご迷惑をおかけしたこと、
「準備中」のコンテンツの解消を優
先した結果、子ども向けコーナー
の開設等ができなかったこと、ホー
ムページの見やすさ、分かりやす
さ等内容の改善が不十分であるこ
と等、一部に取組不足が認められ
た。また、広報目的・対象に応じた
内容とすることについて、見直し努
力が不足していた。

○ 公的年金事業に関する
国民の理解と信頼を確保す
るため、分かりやすく効果的
な情報提供を行うこと。ま
た、インターネットの活用等
による年金個人情報の提供
を図ること。

ア 公的年金制度の内容やメリット、̀
種手続きについて、正しく分かりやす
い情報提供を実施する。

会保険事業の効果的な広報

広報目的や対象に応じて適切な広
:体を選定することにより、より効果
、広報の実施を図る。

Э 広報目的・対象に応じた適
切な広報媒体の選定により、効
果的な広報を実施するととも
に、施策目的に沿つた分かりや
すい周知広報等を実施したか。

〇年金制度の概要や届出手続き等に関する事項

信3学慧L警管虐「牟釜軍基岳単あ:ヒこ轟喜
し周知を行いました。

評価 :C
(理 由)

市1度周知や届出手続き等広く周知
が必要な事項については、出来る
限り多数の方にご覧いただけるよ
うホームページにリーフレッ睦 掲
載するとともに、年金事務所等の
窓口に配置し周知に努めました。
ホームベージについては移行前の
事前準備が不十分であったことも
あり機構発足当初は、「準備中」の
コンテンツが多数存在し、お客様
にご迷惑をおかけしてしまいまし
た。
その後は、お客様の利便性に資す
る情報の掲載を着実に実施しまし
たが、一部計画で予定していた取
組を実施できませんでした。



りやすい周知広報を充実する。
・制度改正に伴う施行事務の円滑な実
施のための改正内容の周知広報

やすい周知広報を

・国民年金の保険料について、口座振
害1引制度、保険料の減免手続、電
やコンビニ収納等についての周知

・健康保険、厚生年金等の適用の適正
化及び適正な保険料収入の確保並び
に保険給付の適正化のため、被保険
者資格等の適正な届出、保険料の納
期内納入等について、事業主に対する
周知広報
・インターネットや磁気媒体(FD)に よる

の普及促進を図るため、事業主等
する周知広報

ウ 年金委員、社会保険労務士等の協
力・連携による周知・理解の推進

国民年金のメリットや安心感などの
イントを分かりやすく解説した資料や
客様の多様な関心事項に的確に回

ヒ資料等を作成し、年金制度の意
役割の周知、年金制度に対する漠
した不信感を払拭するための広報

展開する。

年金制度の仕組みや必要な届
等について解説した資料を年金
交付時等に合わせて配布する。

老齢年金の支給停止基準額の変更)については、
ホームページに必要なリーフレット等を掲載すると

、年金事務所等の窓口に配置し、周知を図リ
ました。

○国民年金保険料の納付を促進するため、コンビニ
ンスストアでの納付、インターネットや携帯電話な
による電子納付、クレジットカードによる納付方法

こついて、納付書の裏面への記載や同封リーフレッ
こより納付方法の周知を図り、その利用促進に
ました。(再掲)

保険・厚生年金の適用 (加入手続き)につい
は、事業主を対象とした新規適用事業所説明会、
定基礎説明会などにおいて適正な届出の徹底を
るとともに、定時決定時の調査 (船員保険におい

ては標準報酬実態調査)の際の説明及び各種広報
媒体 (チラシ、バンフレット等)による制度の周知を図
り、適正な届出の励行に努めました。

電子申請や磁気媒体(FD)に よる届出の普及促
るため、電子申請や磁気媒体による届出の手

法、事業主等が反復・継続的に利用する主な手
ついて説明した電子申請利用マニュアル、磁気
届書作成プログラム及び操作説明書などにつ

てヽホームページに掲載し、周知を図りました。

年金委員に対する情報提供の方法や研修計画な
効果的な連携・協力のあり方について検討を行い

た、社会保険労務士に対しては、機構本部から発
した指示・依頼等を全国社会保険労務士会連合
を経由して情報提供することとしました。

全国統一の広報物として作成している「総合バン
フレット」(国 民年金のメリットなどの訴求ポイントをわ
かりやすく解説したもの)を改訂し、年金事務所や市
町村の窓口に備え付けるとともに、「国民年金・厚生
年金被保険者のしおりJ(年金制度のしくみ等を解説
したもの)を作成し、年金手帳送付時に同封すること
による広報を実施しました。また、「総合バンフレット」
及び「国民年金・厚生年金被保険者のしおり」につい
ては、機構ホームページにおいて掲載しました。
【Bll表 14:総合バンフレヽシトく抜粋)】
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イ 分かりやすく利用しやすいホーム
ページを作成・提供する。

力 機備ホームヘーンにおいて、年霊
制度を解説したネット番組の配1言や子
ども向けのキッズページ等を含め、わ
かりやすい広報を展開する。

∪磯碑/T・―ムヘーンについて1よ、機構設ユ直後に
は「準備中」のコンテンツが多数存在するなど、お客
様にご迷惑をおかけしました。このため、まずはお客
様の利便性に資する情報の掲載に優先的に取り組
み、必要な情報にアクセスしやすい画面構成とする
こと等に留意した広報を行いました。
具体的には、機構の紹介や、年金個人情報提供、諸
届出の電子申請や磁気媒体申請、全国の相談窓口
や混雑状況の紹介などの各コーナーを開設しまし
た。また、お客様からのご意見等を踏まえ、トップ画
面のレイアウト変更、各コーナー内の記載内容修正
なども適宜行い、お客様に分りやすくなる改善を行い
ました。その他、厚生労働省の動画チヤンネル
「YOuTube」 に、機構の紹介番組 (理事長メッセージ、
組織、記録問題の取組状況、コールセンター)を掲載
しました。

Oこれらの取組を優先した結果、平成21年 度中に
は、年金制度の解説コーナーや子ども向けのコー
ナーは開設できませんでしたが、これらについては、
平成22年度において取り組むこととしています。

Oなお、機構ホームページのトップページヘのアクセ
ス件数は、平成21年 12月 における旧社会保険庁
ホームベージヘのアクセス件数約82万件を下回つて
いますが、1月 の約67万件から3月 には約78万 件ま
で増加しました。

ウ 被保険者に対して、保険料納付実
績や年金見込額等をお知らせする「ね
んきん定期便」を実施する。

インターネットや他の個人あて文
交付の機会を活用して、年金個人
報の提供の充実を図る。

② 年金個人情報の提供の充実
ア 被保険者に対して保険料納付実績
や年金見込額等をお知らせする「ねん
きん定期便」を送付する。

イ インターネットによる年金個人情報
の提供
・インターネットによる年金見込額試算
照会の受付を機構ホームページで行
い、試算結果等を郵送により提供す
る。
・機構独自のID,パスワード認証方式
による仕組みにより、被保険者・受給
者に対して年金加入記録を即時に回
答する

② インターネットによる年金個
人情報の提供など年金個人情
報の提供の充実を図ったか。

○旧社会保険庁当時の平成21年4月 より、全ての被
保険者の方に対し、誕生月に「ねんきん定期便」を選
付し、年金記録に関する情報の提供を行いました。
(平成22年 3月 末までに6,673万件送付)(再 掲)

O平成23年 2月 を目途に、現在のパソコンを使つたイ
ンターネットでの年金記録の確認をより使いやすいも

Bξttξ#菖辞驚、見鷹」彗≧房X狸魂賓保
険料納付状況などを確認できるようにすることとしま
した。現在、この実現に向けた検討を進めています。
(再掲)

評価 :B
(理由)

全ての被保険者の方に対し「ねん
きん定期便」を送付しました。
インターネットによる年金個人情報
の提供に係るID・ パスワードの発
行件数については、21年 4月 ～12
月までと比べ1～3月 は減少してお
り、発行累計件数についても平成
22年 3月 末現在で約159万件に留
まっています。このため、新しいイ
ンターネットによる年金個人情報シ
ステムの検討を開始いたしました。



「社会保険料(国 民年全保険料)控

明書」の裏面を活用し、国民年金

第1号被保険者を対象に前年1年間の
各月の年金加入状況を通知する。

「ねんきん定期便」の送付に並行し
、厚生年金保険被保険者及び国民

年金第3号被保険者に係る住所記録
整備を推進する。

インターネットによる年金見込額試算照会
平成21年 4月 ～12月 (1日社会保険庁)

処理件数  92件
平成22年 1月 ～ 3月 (日 本年金機構)

処理件数  181件
:D・ パスワード発行
平成21年4月 ～12月 (1日 社会保険庁)

発行件数 82,709件
平成22年 1月 ～ 3月 (日 本年金機構)

発行件数 25,584件

O国民年金第1号被保険者の方に対し、社会保険
料控除証明書の裏面を活用して、前年1年間の年金
加入状況をお知らせしました。

事項 平成20年度 平成21年度

社会保険料

控除証明書

送付件数

(年金加入

状況を通知

したもの)

1,066万件 1.000万件

事業主からの依頼に基づき、厚生年金被保険者
び国民年金第3号被保険者の住所を記載した住
‐覧表を提供し、住所変更が必要な方について
補正した住所一覧表の提出をもって住所記録の
を行いました。

1月 から平成22年 3月   4,442件
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(5)国民の声を反映させる
取組に関する事項
〇 国民の声を的確に把
握・分析するとともに、これ
を具体的なサービス改善に
つなげるための多様な仕組
みを開発・導入すること。そ
の際、国民の声を直接伺う
年金事務所等の職員の意
見をサービス改善に反映さ
せるよう具体的な取組を行
うこと。また、国民の声の分
析結果を公表すること。

5.お 客様の声を反映させる取組に関
する事項
公的年金事業及び日本年金機構に

対するお客様の1言頼を確保するため、
お客様の声を的確に把握・分析し、そ
れを業務運営に適切に反映する仕組
みを整備し、PDCAサイクルの中で具
休的なサービス改善の取組を進める。
特に、お客様の声に直に接する年金
事務所等の職員の意見をサービス改
善に反映させるよう取り組む。

5.お客様の声を反映させる取組に関
する事項

5お客様の声を反映させる助
り組みに関する事項

評価 :C

(理由)

①「お客様へのお約束10か条」の
実践に向け、その内容を記載した

「役職員必携」の配尋携帯や各年
金事務所のお客様から見えやすい
場所へのお約束10か 条の掲示、

「わかりやすい言葉置き換え例集」
の活用によるわかりやすい説明に
努めたこと、②「お客様向け文書モ
ニター会議」のモニターの公等お客
様目線での文書改善に向けた取
組を開始したこと、③現場で受け付
けたお客様の声を現場から本部に
直接報告する仕組みを導入し、そ
の内容と対応について毎週公表し
たこと等は評価できる。
しかしながら、「お客様へのお約

束10か条」に記載されているような
お客様の立場にたつたサービスを
提供するために、お客様向けのお
知らせ文書等をよりわかりやすく、
読みやすくするなど、さらなる見直
しを行う必要がある。
また、「お客様満足度アンケート」

の実施方法については、回収方法
などについて課題がある。
理事長へのメール、手紙をサー

ビス改善に結び付ける一層の努力
が必要である。

ア お客様に対するサービスを向上さ
せるための具体的な目標を定めた「お
客様へのお約束10か条」を策定し、そ
の実現に努める。

① お客様へのお約束
お客様に対するサービスを向上させる
ための具体的な目標を定めた「お客様
へのお約束10か条」を策定し、役職員
の常時携帯を徹底するとともに、その
実現に向けて取り組む。

① 「お客様へのお約束¬0か
条」を策定し、役職員の常時携
帯を徹底するとともに、その実
現に向けて取り組んだか。

○お客様にとって、身近で信頼される組織を目指し、
お客様の立場に立ったサービスを提供するため、

「年金についてわかりやすい言葉で丁寧に説明す
る」、「お待たせ時間の短縮に努める」、「お知らせ文
書や届出・申請書類は、できるだけわかりやすく、読
みやすくする」、「迅速な対応により、正しく確実に、
できるだけ早く年金をお届けする」といった具体的な
目標を掲げた「お客様へのお約束10か条 (以下「お
約束10か 条」という。)」 を策定しました。

○このお約束10か条については、その内容を記載し
た「役職員必携」を役職員に配布し、常に携帯すると
ともに、各年金事務所のお客様から見えやすい場所

顧 ]蹴 妥妥ぱ霧封
講 めました。捌 轟 ,お 客

塁確 鶴 r磐 晴 義 務 襲 l謂 競 t漁
すくご説明する際の参考資料として、「わかりやすい

早糊 擢ヶ
、年金本目談なJこおい

麓集ξ譜鵬織戦腎庁お繁:お瞥

鞭務麺i

「星
墨1晶島罫良露『舅

「ヽお客様向け文書モニター会

評価 :C
(理由)

「お客様へのお約束10か条」を機
構の「あるべき姿」として実行する
にあたり、職員が携帯するととも
に、年金事務所において「サービ
ス推進実施事項」の実施点検を所
定のチェックシートに基づき実施す
ることにより、「お客様へのお約束
10か条」が達成できるよう取り組ん
でいます。
相談員は「わかりやすい言葉置き
換え例集」を活用することにより、
お客様への説明をわかりやすくで
きるよう意識を高め、実践していま
す。
また、お客様向け文書をわかりや
すいものとするため、組織横断的

議鮒 為 駆 謝 課 計 主」 t
より、お客様目線での審査・改善
を行いました。また、文書モニター
を公募・委嘱し、「お客様向け文書
モニター会議」を設置しました。な
お、このモニター会議は平成22年
度以降、1か月に1回程度開催して
います。
これらの取組を通じてお客様サー
ビスの向上に努めていますが、

「お客様へのお約束10か条」の実
現に向けては更に一層の努力が
必要と考えています。
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数か所の年金事務所においてモデル
的に実施し、モデル実施の結果を踏ま
え、実施事務所数の拡大を検討する。
また、各年金事務所に「ご意見箱」を
設置し、お客様の声の収集に努める。
職員からのサービス改善・業務改善の
ための提案制度を設け、効果的かつ
効率的な運用につなげる。

② 現場主導のサービス改善
機構業務についてお客様の視点に
立った見直しを進め。年金事務所にお
けるお客様モニター会議の開催に向け
た準備を進める。また職員提案制度を
設け、適切に運用する。また、各年金
事務所に「ご意見箱」を設置し、お客様
の声の収集に努める。

Э 年金事務所におけるお客
様モニター会議の開催に向け
た準備、職員提案制度の適切
な運用、各年金事務所の「ご意
見箱」の設置等現場主導の
サービス改善に取り組んだか。

|
Oこの他にも、平成22年度以降、年金事務所におい

|て 、お客様からのご意見、ご要望を直接お聞きし、意
見交換を行う「お客様モニター会議」を開催すること

評価 :B      I
(理由)

年金事務所におけるお客様モニ
ター会議の開催に向けてはその実
施方法などの検討を進めました。
各年金事務所にご意見箱を設置
し、お客様からのご意見・ご要望を
つのりました。
また、「職員提案制度Jの運用を1

月14日 から開始し、1月 分の提案
(11件 )の評価を行い、そのうち3件

の提案を検討すべき事項として採
用しました。
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④中期計画 91鷲緋講 191麟醸 11 19房奮筆鶉
=ウ 現場で受け付けたお客様の声 (苦

情含む)については、現場から本部に
直接報告する仕組みを導入するととも
に、その内容を蓄積、対応を管理し、
分析を行うためのデータベースを構築
する。データベースの構築に向けて
は、22年度中に導入に向けた必要な
調査・検討を行い、23年度中の導入・
稼働を目指す。

③ お客様の声の集約
現場で受け付けたお客様の声(苦情を
含む)について、現場から本部に直接
報告する仕組みを導入し、本部で情報
を集約するとともに、本部で受け付けた
お客様の声の内容等について毎週公
表する。

③ 現場で受け付けたお客様
の声について、現場から本部|

直接報告する仕組みを導入し
本部で情報を集約するととも
に、お客様の声の内容等につ
いて毎週公表しているか。

〇年金事務所窓口など現場で受け付けたお客様の
声(ご意見・ご要望・苦情等)を現場から直接本部に
報告する仕組みを定めた「お客様の声対応要領」を
制定するとともに、機構ホームページに「理事長への
メール・理事長への手紙コーナー」を設けることによ
り、幅広くお客様の声の集約・分析に努めました。

○厚生労働省宛てに届いた日本年金機構に対する
国民の声とも合わせて集約を行い、その結果につい
て、毎週公表を行つています。なお、平成22年 1月 か
ら3月 末時点で受け付けた「お客様の声」の件数は
3,792件となつています。
(1月 ,832件 、2月 :1,399件、3月 :1,561件 )

【別表16:意見・要望・苦情等の推移】

○お客様の声の内容としては、「年金給付に関する
もの」が1,203件 (32%)と ,番多く、次いで「国民年金
に関するもの」(502件 (13%))、「お客様への対応に
関するもの」(479件 (13%))となつています。具体的
には、「記録訂正後の再裁定の支払を早くしてほし

製堺競露理3篤棚 翻』報R織
などのご意見をいただきました。
これらのご意見を踏まえ、再裁定の迅速化や待ち時
間の短縮化に努めるなど、できるものからlla次 改善
に取り組んでいます。
【別表17:ご意見の内容(詳細)】

評価 :B
(理由)

機構においては、現場で受け付け
たお客様の声(苦情を含む)を、現
場から本部に直接報告する仕組
みを適切に運用しています。
また、お客様の声の内容について
とりまとめ、毎週公表しました。

Oサ ービス改善の取組状
況を客観的に評価するため
の覆面調査などを実施し、
その結果を分かりやすく国
民にお知らせすること。ま
た、顧客満足度を示す指標
を設定し、サービス改善に
努めること。

工 お客様満足度を測るためのアン
ケートや「お客様へのお約束10か条」
の取組状況等を客観的に評価するた
めの覆面llq査 を実施し、お客様に対す
るサービス向上を図る。

D窓ロサービスの改善
ア 全国の年金事務所等の窓ロサー
rスについて「お客様満足度アンケー
」ヽを実施し、結果を機構ホームページ
こ公表する。

④ 年金事務所等の窓ロサー
ビスについての「お客様満足度
アンケート」の実施及びその結
果の公表、職員教育の充実を
図ることで、窓ロサービス改善
に取り組んだか。

○平成22年 3月 に、全国の年金事務所及び年金相
談センターヘのご来訪者を対象として、相談終了後
に、職員がアンケート用紙を直接配付する方法によ
り、「お客様満足度アンケートJを実施し、その結果を
同年6月 22日 に機構のホームページに公表しまし
た。

○なお、満足度アンケート調査の実施方法について

騒 躍 鎌 鎖 耐 趙 隼潔 R轟
を実施し、その結果も踏まえ、引き続き、接遇の向上
や相談体制の強化に取り組んでまいります。

評価 :B
(理由)

お客様満足度アンケートについて
は、22年 3月 に312年 金事務所と51

年金相談センターで実施し、その
結果を公表しました。なおこのアン
ケートの実施方法の課題につい
て、今後改善を図ります。なお、ア
ンケート結果においては比較的高
い満足度をいただいているもの
の、自由記載欄には多数の改善
要望が記載されており、これも踏
まえてサービス改善に取り組んで
いく必要があると思います。
また、職員教育についてはお約束
10か条の内容を記載した役職員
必携を配布するなどに取組ました
が、サービス向上に向けて更に努
力が必要と考えています。
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オ lお客様へのお約束10か条」の運
成状況や、お客様から寄せられた声と
その業務への反映状況等について、
毎事業年度、年次報告書 (アニュアル
レポート)を作成し、分かりやすく情報
提供を行う。

イ 利用者のニースに対厖した71曖保
険サービスを提供するため、職員教育
の充実を図る。

0また、お客様の立場に立つたサービスを提供する
ため、「お約束10か 条」を策定し、その内容を記載し
た「役職員必携」を役職員に配布し、常に携帯すると
もに、各年金事務所のお客様から見えやすい場所に
掲示して、その実践に努めました。(再掲)

b機構の理事長の諮問機関として
運営評議会」を設置する。機構の理
事会は、意思決定にあたり、運営評議
会の意見を積極的に聴き、これらを適
鋼に反映することにより、お客様本位
つ業務運営の実現を目指す。

Э開かれた組織運営
機構の事業内容や業務の実施方法
等について、保険料拠出者やお客様c
意見を反映させ、その改善を図るた
め、理事長の諮問機関として運営評議
会を開催するとともに、運営評議会の
意見を積極的に業務運営に反映する。

9理事長の諮問機関として運
営評議会を開催するとともにて
璽営評議会の意見を積極的に
業務運営に反映したか。

Oこれらの取組のほか、事業主、被保険者及び年金
受給者の方などのご意見を機構の業務に反映させ
ることを目的として、理事長の諮問機関として、9名 の
委員からなる運営評議会を設置し、その第1回会合
を2月 23日 に開催しました。
運営評議会につし`ては、今後、3か月に1回程度、定
期的に開催する予定としており、今後、いただいたご
意見を業務運営の改善に反映させていく予定として
います。

評価 :B
(理由)

理事長の諮問機関として運営評議
会を設置し、2月 に第1回会合を開
催しました。評議会におけるご意
見を踏まえ、厚生労働省に対する
要望を提出したほか、今後、いた
だいたご意見を業務運営に反映さ
せていく予定です。

■ 11111111111■1■11■■ 11:|

(6)電 子申請の推進に関す
る事項
0業 務効率化、業務品質
の向上及び利便性の向上を
図る観点から、社会保険関
係の主要手続について、電
子申請の利用を促進するた
めの取組を推進すること。

:■ 11‐ |■ ■ ■ ■ ||■ ■ ■ 11■ |■ |1111

6電子申請の推進に関する事項
業務効率化、業務品質の向上及び利
便性の向上を図る観点から、「オンラ
イン利用拡大行動計画」(平成20年 9月

12日 :T戦略本部決定)等 に基づき、主
として、事業主等が反復的又は継続的
に利用する社会保険関係の主要手続
について、平成23年度末においてオ
ンライン利用率65%を 目指し、

｀
電子申

請の利用を促進するための取組を推
進する。

|■111:■ ■
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6電子申請の推進に関する事項
業務効率化、業務品質の向上及び利
便性の向上を図る観点から、「オンライ
ン利用拡大行動計画J(平成20年 9月 12

日:T戦略本部決定)等に基づき、主とし
て、事業主等が反復的又は継続的に
利用する社会保険関係の主要手続に
ついて、電子申請の利用を促進するた
めの取組を推進する。
具体的には、磁気媒体届書作成プログ
ラムを活用した電子申請の利用や社会
保険労務士の協力を得た電子申請の
利用の促進に係る取組を実施する。

o,電子申請の推進に関する事
項
磁気媒体届書作成プログラム
を活用した電子申請の利用や
社会保険労務士の協力を得た
電子申請の利用の促進に係る
取組を実施したか。

O電子申請や磁気媒体(FD)による届出の普及促
進を図るため、電子申請や磁気媒体による届出の手
続方法、事業主等が反復・継続的に利用する主な手
続について説明した電子申請利用マニュアル、磁気
媒体届書作成プログラム及び操作説明書などにつ
いてホームベージに掲載し、周知を図りました。(再
掲)

○全国社会保険労務士会連合会等と定期的に意見
交換を実施し、利用者の立場から電子申請の利用
促進、使い勝手の向上についてご意見をいただき、
その中で要望のあつた磁気媒体届書作成プログラム

鯖 賠 F子
申請の利用拡大に向けて検討を実

○「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算
定基礎届」等の主要16手続に係る平成21年度にお
ける電子申請利用率 (磁 気媒体申請を含む。)は

辮務ふ蠣緊鞣留副篤 τ彗彎

■
一一
・一一
一一一
一・一

■一Ａ
一釉(理由)

各種取組の結果、平成21年度の
電子申請利用率は55%(対前年
度比5%上昇)となり、「オンライン
利用拡大行動計画」に定めた21
年度の日標値52%を上回り、一
定の成果を上げることができまし
た。

○ 電子申請利用率について、平
成21年度は553%となっており、前
年度と比較して5ポイント上昇し
た。

O電 子申請の利用の促進を図る
ため、社会保険労務士会連合会と
定期的に意見交換を実施し、被扶
養者 (異動)届 及び国民年金第3
号被保険者関係届について、磁気
媒体届書作成プログラムを活用し
た申請が可能となるよう利用拡大
に向けて検討を実施した。
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4業務連営の効率化に関
する事項

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 ll栗務連Ξの効率化に関する事項 Ⅲ 業務運営の効率化に関す
る事項

(1)効率的な業務運営体制
に関する事項
○ 常に業務手順を点検
し、業務の合理化・効率化を
図るとともに、標準化を進め
ること。

○ 届出入力等の事務につ
いて、都道府県域を越えた
広域集約化に向けた準備を
進めるとともに、年金事務所
の配置のあり方など、体制
の見直しに着手すること

1効率的な業務運営体制に関する事
項
ア 業務について、お客様と直接接す
る年金事務所等―線の職員の声を収
集することや外部コンサルティングの
活用などにより、常にその手順を点検
し、合理化及び効率化を図るとともに、
標準化を進める。

イ 各種届書の入力・審査・決定事務
及び通知書等の印811・ 交付事務につ
いては、社会保険オンラインシステム
昂1新後の都道府県域を越えた広域単
位の集約化の実現に向け、当面、都
道府県単位に設置する事務センター
ヘの完全集約化を実現する。

ウ 業務運営の実施状況を踏まえて、
本部及びプロック本部のあり方につい
て検討する。年金事務所については、
お客様の利便性等を踏まえた再配置
計画の策定を検討する。

1 効率的な業務運営体制に関する事
項
・ 業務の合理化及び効率化を図るた
め、お客様と直接接する年金事務所等
―線の職員の声の収集などにより、常
に業務の手順を点検する。また、業務
の標準化を進め、業務処理要領等に
反映させる。

1 効率的な業務運営体制に
関する事項
お客様と直接接する年金事務
所等の職員の声の収集などに
より、常に業務の手順を点検
し、業務の標準化を進め、業務
処理要領等に反映させたか。

○各都道府県単位で設置している事務センターにお
いて処理することとされている事業主や受給者の方
からの各種の届出書類や申請書類の処理業務につ
いて、現場職員からの意見を踏まえ、当分の間、年
金事務所において一定の業務処理を行つた方が円
滑かつ迅速に処理できると判断される場合には、お
客様に対する迅速なサービス提供を行うという観点
から、年金事務所において処理することが可能とな
るよう業務処理要領 (マニュアル)を改正しました。

○平成22年 1月 に、職員からサービス改善・業務改
善のための具体的な提案を募集する「職員提案制

彙譜 翻 f栃 変 Ъ 潤 鷲 ■ 獣 、
て評価を行いました。(再掲)

○また、事務処理誤りの再発を防止するため、全職
員に対し、平成21年度に生じた事務処理誤りの事象
を周知し、注意喚起と啓発を図るとともに、平成22年

萎軋 喜渕戴辟琶夕il
める予定としています。

鷲
gi甲 |||‐ ■ ■ ||

「職員提案制度」の運用や事務処
理誤り等再発防止策に係る職員
からの意見募集、更には年金事務
所と事務センターとの事務処理の
弾力化のためのマニュアル改正の
取組を行いましたが、引き続き、事
務センター業務の標準化に取り組
みます。

評価|,‐‐‐■■||■■■
(理由)

事業主や受給者の方からの各種
の届出書類や申請書類の処理業
務について、日本年金機構への移
行に際し遅延がみられた。
これに対し、現場職員の意見を

踏まえ、業務の円滑化,効率化の
観点から柔軟な対応が可能となる
ようマニュアルを改正したことは一
定の評価ができる。
また、事務処理誤りの再発防止の
ため、事象の周知とともに再発防
止策の意見募集を職員に実施した
こと等も評価できる。
今後は、平成22年 7月 長に取りまと
めたる事務処理誤り総合再発防止
策を踏まえた取組を進められた

(2)運営経費の抑制等に関
する事項
〇 人員体制については、
「日本年金機構の当面の業
務運営に関する基本計画」
(平 成20年 7月 29日 間議
決定)(以下「基本計画」とい
う。)に基づき、合理化・効率
化を進めること。ただし、年
金記録問題の解決が早急
かつ確実にできる体制とす
ること。なお、人件費につい
ては、国家公務員の給与水
準の動向や社会一般の情
勢も踏まえ、効率化を進め
ること。

2運営経費の抑制等に関する事項
機構の人員体制についてt基本計画

に基づき、合理化・効率化を進める。
ただし、国家プロジェクトの期間中、年
金記録問題の解決に必要な人員につ
いては、別途確保する。
人件費について、国家公務員の給与
水準の動向や社会一般の情勢も踏ま
え、効率化を進める。

運営経費の抑制等に関する事項
彗経費について、効率的な執行を進
5。

2運営経費の抑制に関する事
項
運営経費について、効率的な
執行を進めたか。

○一般管理費 (人件費を除く)の執行額について1ま :

年金事務所等の修繕費の減や予備責予算を使用し
なかったこと等により、当初予算額(272億 円)を 33
億円(123%)下 回りました。

録との突合せ事業を翌年度から実施することとした
ことなどに伴う業務量の見直し(1407億 円)や 、入札

妻鍵
算装7認翼乱 2樋猟露鼻喩朋育ア∫手橿わ

鷲 雪
|ハ |‐ ■ ■ ■ ■ ‐||

一般管理費 (人 件費を除く)につい
ては、年金事務所等の修繕費の
減や予備費予算を使用しなかつた
ことにより、当初予算額(272億

島獄 理 聾 観ゝ 選 皇役
業務経費については、入札の実施
に伴う調達コストの低減等(429億
円)により効率的な執行を行うこと
ができました。

評価|,ハ‐|■■■|■■||
(理由)

―般管理費については、緊急性の
高い修繕に限つたこと等により33
億円の減、業務経費については、
入札実施に伴う調達コストの低
減、消耗品等の購入計画の見直し
により429億 円抑制した。



υ 甲期日薇期向の数使の
事業年度において、一般管
理費(人件費を除く。)及び
業務経費(年金記録問題対
策経費、年金相談等事業経
費及び特殊要因により増減
する経費を除く。)について、
平成22年度比での肖1減 目
標をそれぞれ設定し、業務
の効率化を進めること。

一般管理資及ひ栗務経費について栗
務の効率化を進め、中期目標期間の
最後の事業年度において、一般管理
費(人件費を除く。)については平成2
2年度比で12%程度、業務経費(年金
記録問題対策経費、年金相談等事業
経費及び特殊要因により増減する経
費を除く。)については平成22年度比
で4%程度に相当する額の削減を目
指す。

(3)外 部委託の推進に関す
る事項
0「基本計画」に基づき、
外部委託を推進するととも
に、委託業務の品質の維
持・向上を図ること。

3.外部委託の推進に関する事項
基本計画に基づき、業務の外部委言

を進める。外部委託にあたつては、以
下により、委託した業務の品質の維
持・向上を図る。

′業務の性格に応じ、総合評価落札
け式や企画競争を活用するとともに、
是案依頼書の作成・提示や標準チェッ
タリストに基づく事前審査、会計監査
こよる事後確認等により、委託業者の
自切な選定を行う。

3.外部委託の推進に関する事項
ア 納付督励等の外部委託について引
き続き推進するとともに、新たに、平成
22年 1月 から、年金相談センターの業
務を全国社会保険労務士会連合会ヘ

委託する。

業務の性格に応じ、総合評価落札
式や企画競争を活用するとともに、
案依頼書の作成・提示や標準チェッ
リストに基づく事前審査、会計監査に
る事後確認等を行い、委託業者を適
に選定する。

3外部委託の推進に関する事
項
年金相談センターの業務を全
国社会保険労務士会連合へ委
託するなど外務委託を推進す
るとともに、委託業者の適切な
選定、委託業者の業務内容の
適正な管理・監視等を実施した
か。

|■1■11■|=111■●|●■■111111'|:‐|■■
O「 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本
計画(平 成20年 7月 29日 閣議決定)」 に基づき、業務
の外部委託を行いました。
旧社会保険庁において外部委託を行つていた業務
について引き続き外部委託を行うとともに、新たに平
成22年 1月 から、全国51か所の年金相談センターに
おける相談業務を全国社会保険労務士会連合会ベ

委託しました。(なお、年金相談センターの外部委託
に伴い、機構設立時の職員定数を、旧社会保険庁
における定員に比べ、正規職員110名 、有期雇用職
員310名 削減しています。)

○また、国民年金保険料に係る納付督励業務につ
いては全ての年金事務所において、免除勧奨業務
については127か所の年金事務所において、市場化
テストによる外部委託を行いました。

O旧社会保険庁から引き継いだ契約を含め、機構
が締結した外部委託契約232件 のうち、業者の選定
について総合評価落札方式を活用したものは、年金
電話相談業務や国民年金保険料の納付督励・免除
勧奨業務など16件、企画競争を活用したものは1件
となつています。機構発足後に新たに締結した外部
委託契約5件については、ノウハウや専門的な知識
|や高い技術力を必要とする外部委託ではなかったた
め最低価格落札方式で行いました。なお、委託業者
を選定するにあたつては、外部委託規程等に定めた
手1原により、チェックリストに基づき事前審査を行い、
1委託業者を適切に選定しました。

評価IB 11111● 11111
〈理由)

年金相談センターの外部委託につ
いては、平成21年度計画の通り、
全国社会保険労務士会へ全国51

か所の相談業務を委託すること
で、旧社会保険庁と比べ人員肖J減
となりました。
また納付督励等の外部委託は、総
合評価落札方式等を活用して委
託事業者の適切な選定に努め、
全ての年金事務所において外部
委託による納付督励業務を実施し
たほか、127か所の年金事務所
においては免除勧奨業務について
も外部委託により実施しました。
契約方式については、業務の性格
に応じ総合評価落札方式や企画
競争を活用しました。
また委託業者の選定にあたって
は、委託業者選定チェックリスHこ
もとづき委託業者を適切に選定
し、委託業者とのサービス品質の
合意については、標準仕様書に定
め、標準契約書で締結を行いまし
た。
その定められた合意にもとづき、
定期的な報告を求め、達成状況等
について確認を行い品質の維持・
向上に努めました。
なお、l日社会保険庁から31き継い
だ外部委託契約については、184
件の複数年契約を締結し、機構発
足後に新たに契約した外部委託契
約については、6件の複数年契約
を締結しました。

1,111 ＝
一



01‐ⅢIII 琴‰鐵詣ヤ1, 露鳴鍵紗|■| %籠鋪警
イ 歪乱稟看とサーヒス品買に関する
合意を締結するとともに、委託業者か
らの定期的な報告や必要に応じた立
入検査の実施等により的確にモニタリ
ングを実施し、委託業者の業務内容を
適正に管理・監視する。また必要に応
じ、委託業者の変更を行う。

ウ 効率化を図ることができる場合に
は、積極的に複数年契約を活用する。

ウ 奎託薬者とサービス品質に関する
合意を締結するとともに、委託業者か
らの定期的な報告や必要に応じた立ス
検査の実施等により的確にモニタリン
グを実施し、委託業者の業務内容を適
正に管理・監視する。

工 効率化を図ることができる場合に
は、積極的に複数年契約を活用する。

0サービス品質に関しては、標準仕様書に記載し、
標準契約書において、委託業者と合意 (サービスレ
ベルアグリーメント)を締結しました。また、外部委託
契約の内容に応じ、日次、週次等定期的な報告を求
めています。なお、立入検査を実施した事例はありま
せんでした。

○旧社会保険庁から引き継いだ契約を含め機構が
締結した外部委託契約のうち複数年契約を行つたも
のは、年金電話相談業務、厚生年金保険 .健康保険
関係届書バンチ委託業務、国民年金及び健康保険・
厚生年金保険の共同処理委託など190件となつてい
ます。

(4)社会保険オンラインシス
テムの見直しに関する事項
0新年金制度の検討状況
を踏まえつつ、「社会保険棠
務の業務・システム最適化
計画」(平成18年 3月 厚生
労働省)の基本的な理念に
0って、社会保険オンライン
システムの見直しに取り組
むこと。

4社会保険オンラインシステムの見
直しに関する事項

新しい年金制度の検討状況を踏まえ
つつ、「社会保険業務の業務・システ
ム最適化計画」(平 成18年 3月 厚生労
働省)の基本的な理念に沿つて、社会
保険オンラインシステムの見直しに取
り組む。

4社会保険オンラインシステムの見直
しに関する事項

新しい年金制度の検討状況を踏まえつ
つ、「社会保険業務の業務・システム最
適化計画」(平成18年 3月 厚生労働
省)の基本的な理念に沿って、社会保
険オンラインシステムの見直しに取り
組む。

4社会保険オンラインシステ
ムの見直しに関する事項
「社会保険業務の業務・システ
ム最適化計画」(平成18年 3月

厚生労働省)の基本的な理念
に沿つて、社会保険オンライン
システムの見直しに取り組んだ

○社会保険オンラインシステムの刷新については、
平成18年 3月 に策定した最適化計画に基づき、旧社
会保険庁において、記録管理システム及び基礎年
金番号管理システムについて、平成19年 3月 までに
基本設計を行いました。その後、年金記録問題の解
決が大きな課題となり、年金記録問題検証委員会報
告書において、現行システムの機能に係る同委員会
の検証結果を今後の設計、開発及び運用に反映す
ることや、第二者的立場にある機関による点検・評
価を受けること等の指摘を受けました。
これを受けて、内閣に設置された社会保険オンライ
ンシステム最適化評価ワーキンググループ(以下「鴇
G」 という。)による専門的な点検.評価を受け、詳細

言]ζ][言:[]髯をifi湯]:{膚【}
汚瞥暴覇讐:発:暑言謄躙 だ墾嘱じ番
セスの見直しを反映した基本設計の修正を行うこと
とするなど、最適化の進め方を見直す。」旨の改定
電子政府推進計画が決定されました。

評価|‐|■■■■|‐ |
(理由)

社会保険オンラインシステムの刷
新については、新しい年金制度の
検討状況を踏まえつつ、当初予定
していた基本設計補完工程のう
ち、年金制度改革の如何にかかれ
らず必要と考えられるシステムの
基本共通部分の開発を進めまし
た。
平成21年度 (1月 から3月 )におい
ては、基本設計補完工程に係る調
達仕様書の再度の見直しや意見
招請回答案の修正などの作業を
計画し、予定どおり実施したことか
ら、概ね達成していると評価しまし
た。

【参考】
基本設計補完工程調達公示〈平
成22年 5月 13日 )

評価:3■■■■■■|
(理由)

社会保険オンラインシステムの見
直しについては、基本設計補完エ
liに向けて、調達仕様書の再度の
見直しを実施し、システム開発委
員会で承認を得た。



《用語解説》 ……………………………………………
1

1蓋   :
義するためのルールの確定、共通に使用

する機能を定義したものの設計。

(※ 17)ハードウェアの種類及び特定の目

的のために設計されたソフトウェアを動作さ

:せる際の基盤となるコンピュータシステム

讚爾菅鸞1

これを踏まえ、旧社会保険庁において、平成21年
月、基本設計補完業務として、①基本設計補完業
(業務ソフトウェア)②アーキテクチャ設計及びプ
フォーム性能検証等業務③基本設計補完業務
程管理支援業務について調達仕様書案に対す

意見招請を実施しましたが、新システムの業務要
こ関する疑義や業務要件の一層の明確化を求め
意見等に対し、改めて業務要件の詳細な点検を行
、ヽ調達仕様書案の見直しを実施しました。また、W

摘を踏まえたデータ移行方式検討に先立つて
行うこととした現行システムのデータベース調査につ
てヽ、調査環境の構築等に係る調達を実施しまし

た。

社会保険庁廃止及び機構設立後の社会保険オン
ラインシステムに係る開発体制については、厚生労
働省は保有者としての責任、管理運営責任を果たす
ために必要な管理指導等を行い、機構はシステム開
等に係る一連の実務等を行うといつた役割分担の

を行いました。

機構設立後の平成22年 1月 以降においては、新し
年ヽ金制度の検討状況を踏まえつつ、当初予定して
たヽ基本設計補完工程のうち、年金制度改革の如
にかかわらず必要と考えられるシステムの基本共

分の開発を進めるための調達仕様書の再度の
実施しました。
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(5)その他業務運営の効率
化の取組に関する事項

5その他業務運営の効率化の取組
こ関する事項

5その他業務運営の効率化の取組に
関する事項

5その他業務運営の効率化
つ取組に関する事項

評価Ⅲ

(理 由)

①平成21年度に行つた契約のう
ち、一般競争入札の件数が占める
割合が567%であったが、年度途中
に社会保険庁から日本年金機構
への移行が行われたという特殊事
情があったことを考慮すると、緊急
に調達せざるを得なかった帳票類
に係る随意契約を除いた一般競争
入札の割合が791%で あつたこと
については、一定の評価ができ
る。
ただし、今後は、帳票類が不足しな
いよう、調達単位や数量の把握を
迅速に進め、計画的に調達手続き
を行うことにより競争入札の徹底
に一層努めるべきである。

O契 約の性質に応じた適
正かつ合理的な契約方法の
活用、調達案件の厳正な審
査・点検の実施等により、契
約の競争性・透明性の確保
及びコスト削減に努めるこ
と。

以下の取組により、契約の競争性・
透明性の確保及びコスト肖1減に努め
る。調達コストについて、中期目標期
間中、毎事業年度、調達計画額を定
めるとともに、中期目裸期間中の実績

醤織 轟 盤 忌襲 麗 鰍
yれ

のを除く。)の 合計額の10%以上を肖1

減することを目指す。
ア 契約について、競争入札(総合評
価方式を含む。)によることを1散底し、
契約予定価格が少額のものを除く契
約について、競争入札の件数が占め
る割合が80%以上の水準を確保する
ことを目指す。

以下の取組により、契約の競争性・透
明性の確保及びコスト削減に努める。
① 調達における競争性・透明性の確
保を図るため、競争入札(総合評価方
式を含む。)に付すことを徹底するとと
もに、IR達に係る計画数値に基づき、
調達コストの肖1減 に努める。

① 競争入札の徹底、調達コス
トの削減に努めたか。

○契約に関する業務はできる限り本部で集約して行
うこととし、契約単位を全国―括又はプロック単位と
することで契約件数を削減し、契約事務の効率化に
努めました。例えば、47都道府県ごとに調達していた
消耗品の購入については、機構発足と同時に全国
一本のオーダリングシステムを導入しました。また、
年金事務所や宿合の修繕及び法定点検等について
はファシリティマネジメント(※ 18)を導入し、業務ごと
に行つていた調達事務を一本化しました。

R贈羹お雰纏喜象番瑠どを得環ま封暮8M
屁留績督i:雪ア当し:1る旨

の規程を定め、競争入
平成21年度に行つた契約(社会保険庁から引き継い

癬鮮懲 誓嗣孵
し

争『認撒鍮ξ鞘鋼製舞
お薯冒:判 こだt秀腱 方が特定

評価 :B
(理 由)

旧社会保険庁当時は47都道府県
ごとに調達していた物品購入、役
務、賃貸借等の契約について、機
構発足後、消耗品の購入は本部
管理のオーダリングシステムを導
入し、年金事務所等の修繕等は
ファシリティマネジメントを導入しま
した。
今後、建物の警備、複写機等につ
いても本部―括契約を計画的に実
施します。
社会保険庁から引き継いだ契約
や少額の契約を除いた契約のう
ち、一般競争入札を行つた割合
は、各年金事務所で不足の帳票
類をやむを得ず緊急に随意契約
により調達した影響により、567%
にとどまりましたが、随意契約の多
くは緊急に調達せざるを得なかっ
た帳票類であり、これを除けば―
般競争入札の書り合は791%となっ
ています。



イ調達委員会を設置し、事業年度を
通じた調達の進行管理、一定額以上
つ調達案件の事前審査等を行う。

Э 調達委員会を設置し、年間を通じ
た調達の進行管理や一定額以上の調
達案件の事前審査等を行い、調達の
適正化、透明性の確保及び調達コスト
の削減に努める。

② 調達委員会における年間
を通じた調達の進行管理・事前
審査等により、調達の適正化、
透明性の確保及びコスト削減
に努めたか。

0-定額以上の調達案件については、本部につい
ては「調達委員会」、プロック本部については「契約
審査会」において、契約方式の妥当性、数量、コスト
肖1減の余地はないか等について審査を行い、調達
業務における競争性・透明性の確保及びコスト削減
を図りました。具体的には、実際の契約額は、平成
21年 度調達計画額に対し64%の削減となりました。

O調達委員会については、平成22年 1月 から3月 ま
での間に6回開催し、緊急に調達すべき案件で持ち
回りにより審査を行つたものを含め61件の調達案件
の審査を行いました。また、契約金額が500万円以
上となる随意契約については、事前に、理事長及び
監事に報告する仕組みを導入し、これに基づき適正
な契約に努めました。

評価 :B
(理由)

年金記録問題のため各プロック本
部で調達した倉庫等の調達(1,372

百万円)を 除けば、削減率は91%と
なつています。

Э平成21事業年度は3か月しかな
しヽ中で、調達コストについて、6.4%
肖1減した。
なお、中期計画においては、中期

目標期間中の実績が、計画数値
の合計額の100/6以 上削減となるこ
とが目標とされている。各年度にお
いて10%肖1減が達成できなけれ
ば、その他の年度で10%を上回る
削減を行わなければ目標の達成
が困難となることに鑑みると、今
後、更に努力する必要がある。

③業務の履行にあたって、効率化
や品質の向上が見込める契約に
ついては、複数年契約を締結し合
理的な契約形態を活用したと認め
られる。

ウ 複数年契約等合理的な契約形態
を活用する。なお複数年契約は、中期
目標期間内において行うことを原則と
するが、土地建物、事務機器等の賃
貸借に係る契約、システム開発及び運
用保守に係る契約、業務委託契約、
宿舎管理等の管理保守業務に係る契
約、損害保険契約等において、合理的
と判断されるものについては、中期目
標期間を超えて行うことができることと
する。

Э複数年契約等合理的な契約形態
を活用する。

③ 複数年契約等合理的
約形態を活用したか。

0また、業務効率化や業務品質の向上に効果があ
ると認められるものについては、複数年契約を積極
均に活用することとし、土地建物賃貸借 (文書保管
倉庫)、 オーダリングシステム (消耗品購入)、 年金相
談センターの委託など32件の複数年契約を締結しま
した。

評価 :B
(理由)

旧社会保険庁当時は、国の会計
法に基づき単年度契約によること
が原則でしたが、機構設立後は、
土地建物賃貸借、オーダリングシ
ステム(消耗品購入)年金相談セン
ターの委託など新規に32件の複勢
年契約を締結しました。



:④申‐期計画
b業 務 連 冨 に お Iする公 止

性及び透明性の確保その
他業務運営に関する重要事
項

Ⅳ 栞務通冨における公正世及ひ透
明性の確保その他業務運営に関する
重要事項

Ⅳ 業務連宮における公正性及び透明
性の確保その他業務運営に関する重
要事項

V 粟務通冨における公平憎
及び透明性の確保その他業務
の運営に関する重要事項

(1)内部統制システムの構
築に関する事項
Э コンプライアンス確保や
リスクの未然・再発防止を重
現した内部統制の仕組みを
書築すること。

1 内部統制システムの構築に関する
事項
効率的かつ公正・透明な業務運営の

実現を図るため、業務の有効性・効率
性と法令等の連守に重点を置くととも
に、業務上のリスクを未然に防ぎ、仮
に発生した場合にも迅速に対応し、再
発を防ぐことのできる厳格な内部統制
の仕組みを構築する。また、内部監査
機能を充実し、内部統制の有効性を
検証するとともに、継続的にその改善
を図る。
具体的には、「内部統制システム構

築の基本方針」(業 務方法書第16条 )

に基づき、①コンプライアンスの確保、
②業務運営における適切なリスク管
理、③業務の有効性・効率性の確保、
Э適切な外部委託の管理、⑤情報の
適切な管理及び活用等、⑥業務運営
及び内部統制の実効的な監視及び改
善、OITへ の適切な対応の7つの事項
を柱として、理事会の統括の下で、日
本年金機構の業務の適正を確保する
ための体制〈内部統制システム)を構
築するとともに、継続的にその改善を
図る。

1 内部統制システムの構築に関する
事項
「内部統制システム構築の基本方針」
(業務方法書第16条 )に基づき、効率
的かつ公正・透明な業務運営の実現を
図るため、業務の有効性 .効率性と法
令等の連守に重点を置くとともに、業務
上のリスクを未然に防ぎ、仮に発生し
た場合にも迅速に対応し、再発を防ぐ
ことのできる厳格な内部統制の仕組み
を構築する。また、内部監査機能を充
実し、内部統制の有効性を検証すると
ともに、継続的にその改善を図る。

1 内部統制システムの構築に
関する事項
・業務上のリスクを未然に防
ぎ、仮に発生した場合にも迅速
に対応し、再発を防ぐことので
きる厳格な内部統制の仕組み
を構築したか。

○内部統制システムの構築については、「内部統制
システム構築の基本方針」に基づき、以下の7つの
事項をその取組の柱と位置づけ、それぞれに対応す
る規程の制定など仕組みを整備しました。

①コンプライアンス確保
コンプライアンス(法令等遵守)確保のための基本的
事項及び体制の適切な構築・役職員のコンプライア
ンスの実践を確保すること目的とした「コンプライアン

う]醍:3交嚢菖基性 貿贅:笥電1翼青 島 釘 靴
た。また、法令違反通報の窓口(内 部及び外部)を設
置しました。

②業務運営における適切なリスク管理
リスク管理の基本的事項及び機構の業務運営にお
ける適切なリスク管理の実践を確保することを目的
とした「リスク管理規程」を策定するとともに、リスク
管理委員会 (委 員長 :日1理事長)を設置しました。

菫2悲銘艤朧親稔拐殺激

驀な,1歿纂尚鰊
にしました。

Э適切な外部委託管理

髄 響 舅 :螺 暑 i菫蠍 ふ]帯
を図るため、標準仕様書や委託業者選定審査チェッ
クリスト、標準契約書などを定めました。

評価 :C■■■ |||‐ ‐

(理 由)

内部統制システムの構築について
は、「内部統制システム構築の基
本方針」に基づき、コンプライアン
ス確保、業務運営における適切な
リスク管理などの7つの事項をそ
の柱と位置づけ、それぞれに対応
する規程のホ1定など仕組みや担
当部署の設置などの整備を行いま
した。
しかしな力くら、いくつかのコンプラ
イアンス上の問題事案が発生する
など、これらの規程や仕組みが全
職員に十分浸透・徹底されたとは
言い難い状況であり、この点につ
いては今後、更なる努力が必要で
あると考えています。

評価119111111111
(理由)

内部統制システムの構築につい
ては、「内部統制システム構築の
基本方針」に基づき、コンプライア
ンスの確保、業務運営における適
切なリスク管理などの7つの事項を
その取組の柱と位置づけ、それぞ
れに対応する規程の制定などの仕
組みは一定程度整備された。

しかしながら、旧厚本社会保険事
務所における「年金記録に係る確
認申立書」が年金記録確認第二者
委員会へ送付されておらず、また、
その一部については記録訂正基
準に基づかない不正な記録訂正
が行われていた事案について、社
会保険庁時代に発生した事案では
あるものの、平成22年 1月 に年金
事務所で把握された後も、平成22

年3月 まで本部に報告がなされな
かつたなど、現状把握の仕組みが
有効に機能していなかった。
さらに、紙台帳とコンピューター記
録との突合せ業務について、突合
せ作業の拠点の設置に係る調達
手続きにおいて、情報管理やコン
プライアンスの観点から問題が
あつた事案も発生したところであ
り、内部統制に係るルールが徹底
されるよう、内部統制システムの強
化を図る必要がある。



こおいて情報が適時適切に伝達されるよう、情
達に係る基本的事項を定めた「情報伝達規

程」を策定するとともに、年金事務所等から本部への
主な情報伝達ルートとして「コンプライアンス問題事
」、『事件・事故・事務処理誤り」、「お客様の声」の

ルートを整備し、それぞれの報告ルール
を定めました。

おける文書の管理についての基本的事項及
事務処理の適正化・能率化を図るとともに、独立
政法人等情報公開法の適正かつ円滑な運用に資
るため「文書管理規程」を策定し、特に、文書の保
期間について、一部の文書を除き、「当面、文
期間を超えても廃案しない」取扱いを定めまし

人情報の適切な管理のための必要な措置を定
個人情報の滅失、き損、漏洩等を防止し、適切
理を図ることを目的とした「個人情報保護管理
」及び「個人情報保護10か条」を策定しました。

・内部監査機能の充実により、 務運営及び内部統制の実効的な監視及び改善 部監査に係る規程等の整備や 内部監査については、23年金事
有効性の検証・継 部監査のための基本的事項及びその活動を円滑 査部職員の所属見直し

改善を図ったか。 かつ効率的に推進することを目的とした「内部監査 立性の向上等内部監査機能を充
及び3事務センターの監査を
した。平成22年 3月 に年金局

が実施したシステム監査では、下規程」を策定しました。また、監査に従事する職員は
全て本部所属とした上で、各プロック本部に駐在す 21年度実地監査で使用するチェ

せました。
である「標準書」や実務を行

ることにより、内部監査をより効率的かつ効果的に

もに、社会保険庁時代に行われていた監査方法から
次の改善を行いました。  .      :

クリストを改善した他年金事務所

「董9貨基肇鵬
ノウハウ等の共有化など監査品質
の向上に努めました。

り、取組の不足が一部に認められ
る。

る体制を整備しました。 されておらず、システム管理要領
等で規定されている業務が実施さ内部策査につぃては、23か所の年金事務所及

の事務センタニに対して実地監査を行うとと を使用した研修実施による監査 ていない状況も見受けられてお

金事務所等に対する実地監査で使用するチェッ研修実施により監査ノウハウの向
クリストについて、より適切かつ効果的監査を可能と
する改善を行いました。

上に努め、全国pプロック本部内
の23ヶ所の年金事務所及び3ヶ

金事務所長等へのヒアリングの機会を設け、現 務センターに対して実効性
場状況の把握に努めるとともに、問題認識の共有化 のある内部監査を実施しました。
目的として意見交換を充実させました。
機構設立以降、各監査グループにおいて監査部

籍悪騎齢菫里1は 監査ノウハウ
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「

●
システムの開発、管理、運用及び保守を実施するた
め必要な事項を定め、もってIT統 制の実現を図ると
ともに、システムリスク及び情報セキュリティヘの適
切な対応に資することを目的とした「システム管理規
程」を策定するとともに、「システム管理要領」、「シス

]お躙 趣 職 Fイ
ポリ洵 な

また、厚生労働省とのシステム開発等に関する協定
書を締結するとともに、厚生労働省と機構の関係者
及び外部有識者からなる「システム開発委員会」に
おいてシステム開発案件について、必要な調整・連
携を実施しました。

特に、コンプライアンス確保やリスク管
理について、その必要性についての機
構の役職員の意識の醸成に重点を置
き、効果的な研修内容の検討・実施を
行う。
また必要な仕組みや体制を整備し、特
に、不正や事務処理誤りなどの業務
上のリスクを未然に防止する観点か
ら、毎年度、リスクアセスメント調査を
実施してリスクを把握し、調査結果に
基づく必要な改善措置を講じる。また、
事務処理誤りの内容については、一
元的に把握し、組織内の情報共有の
徹底を図る。

平成21年度は、特に、コンプライアン
ス確保やリスク管理について、その必
要性についての機構の役職員の意識
の醸成に重点を置き、効果的な研修内
容の検討・実施を行う。また、事務処理
誤りの内容を本部で一元的に把握・管
理し、当該情報を組織内で共有するこ
との必要性について、役職員への周知
を図る。

・平成21年度は特に、コンプラ
イアンス確保やリスク管理の必
要性について、機構の役職員
の意識の醸成に効果的な研修
内容の検討・実施、事務処理誤
りの内容を組織内で情報共有
することの必要性についての役
職員への周知、文書の適切な
管理・保管の徹底を実施した
か 。

窒省言獣稽:ξ鐵惚驚網鸞蒲
言謳腎1淵鮒轟麗渕鸞器壌し見。

讐計
とし騰 峯酔た機 螂

評価 :C
コンプライアンス確保やリスク管理
について、役職員必携等の配布や
各種研修などの取組を実施しまし
た。
事務処理誤りの内容については、
月次で取りまとめ、公表するととも
に機構LANに掲載し、共有を図り
ました。また、複数ある報告ルー
ルのポイントをまとめたサポート・
マニュアルを作成し、全職員に周
知しました。
しかしな力くら、いくつかのコンプラ
イアンス上の問題事案が発生する
など、コンプライアンス確保等の必
要性及び情報共有した事務処理
誤りの活用することについて、全
職員に十分浸透・徹底されたとは
言い難い状況であり、この点につ

考夏:諷な

=Fカ

カく必要であると

なお、文書の管理については、一
部の文書を除き、「当面、文書の
保存期間を超えても廃棄しない」と
いう文書管理規程の定めに従い、
文書管理を行いました。



●
■

| 1 轍 1醜勇i翫押棚譜

じコンフライアンス問題争薬への具倅田な対応につ
しヽては、法令違反等通報制度による受付、事件・事
故・事務処理誤り報告、お客様の声報告などの中か
ら、コンプライアンス問題事案としての対応が必要で
あると判断し、リスク・コンプライアンス部を中心に調
査を実施した(調 査中のものを含む)案件は、11件 と
なつています。
【通報制度による受付件数及び調査実績】
◆通報制度受付件数総計 82件 (うち内部からの通
報 :60件 、夕ヽ部からの通報 :22件 )

◆調査が必要であると判断し、調査した11件 の内訳
・法令又は諸規程に違反した疑いのある業務処理

6件
・個人情報保護関連諸規程に抵触する疑いのある
イテ為 1件

。人身事故を伴う交通法規違反行為     2件
。その他法令、諸規程で問題があると疑われる行為

2件

○特に、旧社会保険事務所において、「年金記録に
係る確認申立書が年金記録確認第二者委員会へ送
付されていなかったこと、また、その一部については
記録訂正基準に基づかない不正な記録訂正が行わ
れていたJ事案が判明しましたが、これについては、
調査の上、3月 末に公表しました。このような事案の

1聰 警
酪 職 雛 巣 箱裂聴
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(2)情報公開の推進に関す
る事項

2情報公開の推進に関する事項
以下の取組により、業務運営の状況

や日標の達成状況、組織や役員に関
する情報を、お客様の視点に立ち、分
かりやすい形で広く適切に公開すると
ともに、法令に基づく情報公開に適切
に対応する。

2情報公開の推進に関する事項 ２

項
情報公開の推進に関する事

評価 B

(理由)

〇年次報告書(アニュアルレポート)

の作成に向け、お客様目線での情
報開示といつた作成の視点を整理
し、その作成に当たり、着手職員に
よるプロジェクトチームの設置に向
けた取組を行つたことなど、着実に
準備を行つた。

〇年金記録問題への取組状況に
ついて、毎週プレス発表やホーム
ページ掲載により公表した等、定
期的に情報提供を行った。

Э「事件・事故・事務処理誤り対応
要領」の制定、不適正事案や事務
処理誤りなどの報告の仕組みを整
備し、原則として全ての事案につし
て、月次で公表したとともに、②重
大事案について必要に応じて調査
し、迅速な1青報公開を行つた。

また、事務処理誤りの再発防止策
についての職員への意見募集結
果を活かして、平成22年 7月 に事
務処理誤り総合再発防止策を取り
まとめた。

○ 他国の先進事例等も参
照し、業務運営の状況や報
酬をはじめとする役員に関
する情報等を、国民の視点
に立って、年次報告書(ア
ニュアルレポート)そ の他の
分かりやすい方法で広く公
開すること。

ア 毎事業年度の年次報告書(アニュ
アルレポート)の作成 ,公表等を行い、
日本年金機構の業務運営、組織及び
報酬をはじめとする役員に関する情報
等を分かりやすい形で、積極的にお客
様に発信する。

Э 平成22年 7月 を目途に公表を行
う、日本年金機構の業務運営、組織及
び報酬をはじめとする役員に関する情
報等につしヽての年次報告書 (アニュア
ルレポート)の作成に向けた準備を行
う。

0年次報告書(アニュアルレ
ポート)の作成に向けた準備を
行つたか。 雪主亨席3締 崎「 こ鼻 財t警署 nttl晟 品

な発想などを採り入れるため、着手職員によるプロ
ジェクトチームを設置して検討を進めることとし、その
メンパーの公募に向けた準備を行いました。(同 プロ
ジェクトチームは平成22年 4月 21日 に発足)

<作成の視点>
・お客様目線での情報開示
・分かりやすい、親しみやすい、日で見る実績報告
・お客様が知りたい1青報の一覧性の確保  ′

評価 :B
(理 由)

アニュアルレポート作成の視点や
おおよその構成案を整理するとと
もに、若手職員によるプロジェクト
チームによる検討を行う方針を決
め、そのメンバーの公募を行うな
ど、着実にその準備を進めました。

〇 年金記録問題への対応
に関する業務の進捗状況等
について、週次、月次等定
期的に情報提供すること。

イ 年金記録問題への対応に関する
業務の進捗状況等について、週次、月
次等定期的に情報提供を行う。

Э 年金記録問題への対応に関する
業務の進捗状況等について、週次、月
次等定期的に情報提供を行う。

2年金記録問題への対応に
関する業務の進捗状況等につ
いて、週次、月次等定期的に情
報提供を行つたか。

D年金記録問題への取組状況については、その進
歩状況を毎週公表(プ レス発表及びホームページに
渇載)しました(平成22年 3月 26日 までに計12回 )。 ま
し、「未統合記録5,095万 件の解明状況」について3
い月ごとに公表することとし、3月 に公表しました。

評価 :A
(理由)

週次の進捗状況がわかるグラフを
添付し、わかりやすい公表に努め
ました。
また、進捗状況の内容によつて
は、その原因調査・分析を行いま
した。

〇 不適正事案や事務処理
誤りなどについて、率先して
調査し、迅速に情報公開す
ること。

ウ 不適正事案や事務処理誤りなど
の報告の仕組みを整備するとともに、
必要に応じて調査し、迅速に情報公開
を行う等、適切に対処する。

③ 不適正事案や事務処理誤りなどの
報告の仕組みを整備するとともに、必
要に応じて調査し、迅速に情報公開を
行う等、適切に対処する。

③ 不適正事案や事務処理誤
りなどの報告の仕組みを整備
するとともに、必要に応じて調
査し、迅速な情報公開を行う
等、適切に対処したか。

Я舅載言瑾T峯亀妻鷺譜罫訂1増堪露云裏毎紀垢ぜ闇1応

億署陽 誓■
月悧 定Ц 同要側 堪 づく対

これらの事案については、同要領に基づき、原則とし

誦 躊訴乱百滅籠筆鉾看轟 2

晶
=言

11競庁習乳公亀罪
引日に、戦22年 2月分を

i:ξ][]ili::][単]ili,1甚
罰][言

評価 :B
(理由)

「事件・事故 ,事務処理誤り対応要
領」の情報伝達ルールを徹底し、
速やかな本部内情報共有を図ると
共に、事案の原則月次全件公表を
行いました。
今後、事案判明から本部報告・公
表までの一連の早期化が課題で
す。



工 業務方法書等の諸規程、役職員
に関する情報、事業計画・報告、その
他日本年金機構法に基づき公表が義
務付けられている情報について、ホー
ムページヘの掲載等により広く適切に
公表する。

④ 業務方法書等の諸規程、役職員に
関する情報、事業計画、その他日本年
金機構法に基づき公表が義務付けら
れている情報について、ホームページ
ヘの掲載等により広く適切に公表す
る。

Э 業務方法書等の諸規程、
役職員に関する情報、事業計
画、その他公表が義務付けら
れている情報について、ホ

=ムベージヘの掲載等により適切
に公表したか。

O日 本年金機構法第51条の規定に基づき公表が義
務付けられる以下の情報をホームベージに掲載しま
した。
・役員の報酬や退職手当、職員の給与や退職手当
などの支給基準(規程)

・中期目標、中期計画、年度計画
・機構の業務運営の基本となる重要な方針(運営方
針、人事方針、業務方法書、お客様へのお約束10か

条、役職員行動規範、内部統制システム構築の取
組方針、個人情報保護管理方針)

・機構の組織 など

Oこの他、契約の状況や運営評議会に関する情報
もホームページに掲載しました。

評価 :B
(理由)

法に定められた各種の公表事項
をはじめ、各種の機構の業務運営
状況をホームページに掲載するこ
とにより、広く適切に公表しまし
た。

業務方法書等の諸規程、役職員に
関する情報、事業計画、その他日
本年金機構法に基づき公表が義
務付けられている情報について
は、ホームページヘの掲載等によ
り広く適切に公表した。

11■ ■ ■ ■
(3)人事及び人材の育成に
関する事項

|111111111111
3.人事及び人材の育成に関する事項

|||||||‐ 1111111111111111

3.人事及び人材の育成に関する事項 3.人事及び人材の育成に関
する事項   ′

評1町||

(理由)

Э一体的な組織づくりや能力・成
果の適正な評価などを柱とした人
事方針、人事方針に基づく職員の
異動などに関する基本ルールを定
めた人事管理規程の策定、②若
手、中堅、民間出身者からの年金
事務所長への積極的な人材登用
を行つた。

O正 規職員採用や幹部職
員人事を本部で一括して行
い、組織の一体感の醸成に
努めること。正規職員につ
いては、全国異動を基本と
するキヤリアパターンを確立
すること。

0年 功序列を排し、能力・

実績本位の人材登用や給
与体系等の確立を図るこ
と。

以下の取組により、組織の一体感を
醸成する。
ア 正規職員の採用や幹部職員人事
は本部で一括して行う。
イ すべての正規職員について、全国
異動により管理業務と現場業務の経
験を通じて幹部育成を行うことを基本
とするキャリアパターンを確立する。

ウ 年功序列を排した能力・実績本位
の人材登用や給与体系等を確立す
る。

Э戦略的な人事政策
中期計画に沿つた戦略的な人事政策
を推進する。

Э 中期計画に沿つた戦略的
な人事政策を推進したか。

○一体的な組織づくりや能力・成果の適正な評価な
どを柱とした人事方針を定めるとともに、人事方針に
基づく職員の異動、昇格・降格などに関する基本
ルールを定めた人事管理規程を策定しました。

O機構発足に当たつては、正規・准職員併せて約
1,800人の民間出身者を採用しました。
また、年金事務所長については、幹部候補が早い時
期に経験するポストとして位置づけ、若手、中堅から
の選抜登用(45才 以下24人)や民間出身者からの人
材登用 (51人 )を積極的に行いました。

評価 :B
(理由)

機構発足時に民間出身者を大量
に採用するとともに、年金事務所
長に、民間出身者や旧社会保険
庁出身の若手・中堅職員からの選
抜登用を積極的に行いましたが、
発足後においては、3か月の短期
間であったことから、大規模な人
事は行つていません。
今期は、人事政策を策定する期間
と位置付け、人事方針及び人事管
理規程を策定し、周知しました。
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○「お客様の立場に立った
サービス提供」「コスト意識・
無駄排除」「業務改善」「現
状把握・情報公開」「コミュニ
ケーション能力の向上」と
いつた取組が適正に評価さ
れる人事rIF価制度を導入す
ること。

工 職員の意欲向上、意識改革を図
り、業務の効率化、人材育成に資する
よう、「お客様の立場に立ったサービヌ
提供」「コスト意識・無駄排除」「業務改
善」「現状把握・情報公開」「コミュニ
ケーション能力の向上」といった取組
が適正に評価される人事評価制度を
導入する。また、制度の適正な運営に
より、職員の適切な処遇に反映させる
とともに、必要に応じ、制度の改善を
図る。

② 人事評価制度の推進
全ての正規職員・准職員を対象として、
「お客様の立場に立ったサービス提供」
「コスト意識・無駄排除」「業務改善J「現
状把握・情報公開」「コミュニケーション
能力の向上」といった取組が適正に評
価される人事評価制度を導入し、評価
者]1練等により、制度の趣旨について
職員への徹底を図る。

②「お客様の立場に立った
サービス提供」「コスト意識・無
駄排除」「業務改善」「現状把
握・情報公開」「コミュニケーシ

=ン能力の向上」といった取組が
適正に評価される人事評価制
度を導入し、制度の趣旨につし
て職員への1散底を図ったか。

○職員の「お客様の立場に立ったサービス提供」「コ
スト意識・無駄排除」「業務改善」「現状把握・情報公

署壬鴻 ξヒ■ 、li鵠勝 #け 拐 ‰
底など、人材育成にも資するものとして人事評価制
度を実施することとし、人事評価制度実施規程など
関連の諸規程を整備しました。
制度に基づく人事評価の実施は、平成22年4月 から

夏2こ鶴 螂 認 窪 濡∫ふ富鯖 認
後、各部署において、本部の研修を受講した管理職
員から全職員へ伝達研修を行い、制度の周知・理解
を図りました。

評価 :B
(理由)

年度計画どおりの取組が適正に
評価できる人事評価制度を導入し
ました。
また、制度実施にあたり、全国9ブ
ロックにおいて管理職員を対象と
した研修を実施するとともに、研修
の参加者から各職場において伝
達研修を行うなど、職員へ制度を
周知徹底しました。

「お客様の立場に立ったサービス
提供」等の取組が適正に評価され
る人事評価制度を導入し、管理職
員を対象とした研修を実施した。し
かしながら、お客様への対応に関
する苦情など多くのお客様の声が
受け付けられており、職員の一層
の意識改革を図る観点から、現場
における研修の実施状況を把握
し、制度の趣旨についてのさらなる
職員への徹底を期待したい。

通信研修、内部資格制度、外部資
格取得費用補助制度及びチュー
ター制度などの実施を定めた人材
育成規程の策定など、研修を具体
化するための研修体系の構築に
着手した。今後、研修の実施状況
を把握しながら、取り組む必要が
ある。

0職員の専門性を向上させ
るための研修・教育の充実
を図ること。

オ 職員の専P5性を高めるための体
系的な研修を実施するとともに、社内
資格制度を設ける。

③ 人材の育成
研修その他戦略的な人材の育成を推
進するための準備を進める。

Э 研修その他戦略的な人材
の育成を推進するための準備
を進めたか。

○通信研修、内部資格制度、外部資格取得費用補
助制度及びチューター制度 (※ 19)な どの実施を定

学なた舷肩麟 難 詣 二ξ掌ごまどきテ
黒体化

なお、平成23年 3月 までに間に実施する研修につい

轟 督竃鼎躍亀措肇駅:里t唐Fし
こ`れに基づき、新

評価 :B
(理由)

下記内容を盛り込んだ新研修基
本体系を策定しました。
・通信研修
・内部資格制度
・外部資格取得費用補助制度
・チューター制度
また、新研修基本体系に基づ

き、具体的な検討に着手しました。
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(4)個 人情報の保護に関す
る事項
O職 員に対し、個人情報
保護の重要性についての徹
底を図ること。個人情報に

関するセキュリティー対策を
講じ、個人情報の保護・管
理に万全を期すこと。

4個人情報の保護に関する事項
公的年金事業に対するお客様の信

頼回復を図るため、以下の取組によ
り、個人情報の保護・管理に万全を期
する。

4 個人情報の保護に関する事項

111:■ ||||11111:

4個人情報の保護に関する事
項

聰 劉 酬
装置のアクセス制限、委託先業者
に対する個人情報に係る検査実施
手順の策定・監督を行つた。
しかしながら、全職員を対象とした
研修を実施することができなかつ
たこと、本年においてはプライバ
シーマークの基準を踏まえた十分
な個人情報のセキュリティー対策

ぼ碁 組 窃 新 た言
抑ヽ で

「

ア 効果的な研修の実施やセルフ
チェックの仕組みの導入などにより、
職員に対して個人情報保護の重要性
についての認識を徹底する。

Э 職員に対して個人情報保護の重要
性についての認識を1散 底するため、全
職員を対象とした効果的な研修の実施
やセルフチェックの仕組みの導入を行
う。

Э 職員に対して個人情報保
護の重要性についての認識を
徹底するため、全職員を対象と
した効果的な研修の実施等を
行つたか。

O個人情報保護研修については、研修教材を作成
し、本部から年金事務所等に対し、各職場において
新規採用者に対して速やかに実施するよう指示を行
うとともに、新任年金事務所長に対しては、平成22年
2月 に直接研修を行いました。
また、職員ひとリー人が日々の業務における個人情
報保護の取組状況を確認できるよう、セルフチェック
シートを作成しました。今後、四半期毎にセルフ
チェックを実施する予定です。

評価 :B

(理由)

個人情報保護の徹底については
個人情報保護10か条を記載した
役職員必携を全役職員に配布しま
した。また、個人情報保護研修に
ついては、研修資料やセルフ
チェックシートの作成等を行い、配
布しましたが、更なる意識のイ散底
が課題と考えています。
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イ 生体情報認証によるアクセス制御
やアクセス内容の監視などシステム上
の対策を講ずる。

② 個人情報保護のため、生体情報認
IIEによる厳格なアクセス制御、日本年
金機構個人情報保護管理規程の職員
への周知徹底、アクセス内容の監視、
個人情報にかかわる業務を委託する
場合における厳格な委託先の選定と業
務の監督等を行う。

② 個人1青報保護のため、生
体情報認証による厳格なアク
セス制御やアクセス内容の監
視等の取組を行つたか。

〇年金記録の入力や検索を行うことができる全ての
オンライン端末装置の使用について、生体情報認証
によるアクセス制限を行い、厳格な管理を実施しまし
た。また、オンラインシステムヘのアクセス内容の監

斃 [講 鯛 纏 辮 襲 確 認 鰹 ]臨
行うとともに、オンラインジャーナル検索結果一覧表
による不正なアクセス調査を定期的に実施すること
とし、調査を実施するための準備を行いました。

○業務の委託にあたつては、個人情報保護に係る
管理体制や措置等の内容に関し、委託業者選定審
査チェックリストや契約書審査チェックリストに基づく
審査等を実施の上、委託業者を選定するとともに、
委託先事業者に対する個人情報に係る検査実施手
順を定め、適正な監督を行いました。

評価 :B
(理由)

システム対応のインフラ整備はで
きており、アクセス制御等は行わ
れています。今後は、実施状況の
把握に努めることが必要であると
考えています。

ウ プライバシーマークの基準を踏ま
えつつ、事務室や窓口において、徹底
したセキュリティー対策を講ずる。

工 個人情報に関わる業務を外部委
託する場合において、厳格な委託先
の選定及び監督を実施する。

③ プライバシーマークの基準を踏ま
えつつ、事務室や窓口において、1散底
した個人情報のセキュリティー対策を
講ずる。

③ プライバシーマークの基準
を踏まえつつ、事務室や窓口に
おいて、徹底した個人情報のセ
キュリティー対策を講じたか。

○事務室等における個人情報のセキュリティー対策
については、プライバシーマークの基準を踏まえて、
平成22年 度にコンサルタントを活用した分析等を行
い、物理的なセキュリティー対策を含めた情報管理
の中期計画を策定することを予定しています。

評価 :C
(理由)

事

ま

は

な

き

サ

キ

理

す

務所等における個人情報が含
れている紙媒体の管理について
、保管スペースの問題や物理的
セキユリティーが十分に確保で
ていません。平成22年度にコン
ルタントを活用して、物理的なセ
ュリティー対策を含めた情報管
の中期計画を策定する予定で
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V予 算、収支計画及び資金計画
「Ⅲ 業務運営の効率化に関する事
項Jで定めた事項に配慮した中期計画
の予算、収支計画及び資金計画を作
成し、当該予算による運営を実施する
ことにより、日本年金機構の財務内容
の改善を図る。
1 予算

別紙1の とおり。
2収支計画

別紙2のとおり。
3資金計画

別紙3のとおり。
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予算、収支計画及び資金計画
予算については、別紙1の とおり。
収支計画については、別紙2のとお

資金計画については、月1紙 3のとお

V予 算、収支計画及び資金
計画
経費の節減を見込んだ平成21

年度計画の予算を作成し、当
該予算による運営を効率的に
行うことができたか。
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O平 成21年度の予算、収支計画及び資金計画に対
しての予算執行等の実績は、財務諸表及び決算報
告書のとおりです。

評価 A
(理由)

中期計画、年度計画に基づき予算
等を作成するとともに、予算執行
については、入札実施に伴う調達
コストの低減や業務量の見直し等
により、一般管理費 (人件費を除
く)については当初予算額 (27.2億

円)を 33億 円(123%)、 業務経費に
ついて当初予算額(5298億円)を

1836億 円(34.6%)下 回る効率的な
執行を行うことができました。

評価| B‐

(理由)

一般管理費については、緊急
性の高い修繕に限つたことや業
務経費の入札実施に伴う調達
コストの低減、消耗品等の購入
計画の見直しにより抑制され
た。
業務経費については、22年 1～

3月 の執行額は予算額を下回っ
てはいるが、執行管理を計画的
に行つた結果とは言い難い。




